
1 
 

税務訴訟資料 第２６３号－２０（順号１２１４４） 

高知地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 法人税更正処分等取消請求事件 

国側当事者・国（高知税務署長） 

平成２５年１月３１日一部却下・棄却・控訴 

 

判 決 

当事者の表示は別紙Ａ１「当事者等」のとおり  

 

主 文 

１ 本件訴え中、別紙Ａ２「原告の請求」第７項①法人税更正処分のうち所得金額２８７３万９００

７円及び納付すべき税額７９８万１７００円を超えない部分、並びに、同第１０項②重加算税の賦

課決定処分のうち納付すべき重加算税の額１４６万３０００円を超える部分の取消請求に係る訴

えをいずれも却下する。 

２ 原告のそのほかの請求をいずれも棄却する。 

３ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 原告の請求 

別紙Ａ２「原告の請求」のとおり 

第２ 事案の概要等 

１ 事案の概要 

本件は、原告が、被合併法人株式会社Ｅ（以下「Ｅ」という。）ないし原告の法人税、消費税

及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の確定申告に関し、処分行政庁から別紙Ａ３－１・

２「課税の経緯等（法人税）」、Ａ４－１・２「課税の経緯等（消費税等）」の各「更正処分等」

欄記載のとおり処分（以下「本件各処分」という。）を受けたことについて、本件各処分は処分

行政庁が益金・損金の額の算入判断を誤り、また、理由を付記しないなどの違法があると主張し

て、それらの取消しを求めている事案である。 

これに対し、被告は、本件訴え中、別紙Ａ２「原告の請求」（以下、単に「原告の請求」とい

う。）第７項①法人税更正処分と第１０項②重加算税の賦課決定処分の一部分の取消請求に係る

訴えは、訴えの利益を欠くからいずれも不適法であると主張して、これらの却下を求め（本案前

の答弁）、また、本件各処分は適法であると主張して、原告の請求をいずれも棄却することを求

めている（本案の答弁）。 

２ 前提となる事実（証拠の記載のあるもの以外は争いがない。） 

(1) 当事者等 

原告は、昭和●年●月●日に設立された法人であり、高知市に主たる事務所を置き、平成１

７年●月●日、同所に主たる事務所を置いていたＥを吸収合併した。 

(2) Ｅに関する確定申告 

Ｅないし原告は、概要、「Ｅが、平成１４年４月１日までに、株式会社Ｆ（以下「Ｆ」とい

う。）に対し、別表２－１記載の順号１～１１の機械（以下、まとめて「本件機械Ａ」という。）
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を、平成１４年４月１日から３６か月間、賃料総額１億２３００万円で賃貸した（以下「本件

取引Ａ」といい、それぞれの機械についての取引を順号ごとに「本件取引Ａ２－１」などとい

う。）。Ｅは、Ｆから、平成１４年５月８日に５０００万円、同月２２日に８５００万円の賃

料の支払を受けた。」という事実に基づき、各事業年度の所得金額の計算上、別表２－１記載

の順号１～９の機械（以下、順号１～５の機械をまとめて「本件機械Ａ２」、順号６～９の機

械をまとめて「本件機械Ａ１」といい、それぞれの機械を順号ごとに「本件機械Ａ２－１」な

どという。）の賃料を益金の額に、また、別表２－３のとおり本件機械Ａ２－１、Ａ２－２に

係る減価償却費を損金の額に算入するなどして、別紙Ａ３－１、Ａ４－１の各「確定申告」欄

記載のとおり申告した。 

(3) Ｅに対する減額更正等 

処分行政庁は、別紙Ａ４－１の「更正処分」欄記載のとおり、Ｅについての平成１５年３月

課税期間の消費税等の減額更正処分をした。 

原告は、平成１７年３月１８日、同課税期間の消費税等につき別紙Ａ４－１の「修正申告」

欄のとおり修正申告した。 

(4) Ｅに関する処分 

ア 処分行政庁は、本件取引Ａ１、Ａ２は賃貸借ではなく売買であると認定するなどして、別

紙Ａ５記載のとおり、本件機械Ａ１、Ａ２の固定資産売却益（本件機械Ａ１につき３２３万

２４２６円、本件機械Ａ２につき８４２２万１３６４円）を益金の額に算入すべきなどとい

う理由で、別紙Ａ３－１、Ａ４－１の各「更正処分等」欄記載のとおり、Ｅについての平成

１５年３月期以後の法人税の青色申告承認の取消処分をし、法人税及び消費税等の各更正処

分及び各重加算税の各賦課決定処分をした（以下、これらの処分をあわせて「本件各処分（Ｅ

関係）」という。）。 

なお、平成１５年３月期と平成１７年１月期の法人税更正処分の各通知書には、処分の理

由が付記されていない。 

イ 処分行政庁は、平成２３年１月２４日、Ｅの平成１５年３月課税期間の納付すべき重加算

税を１４６万３０００円とする賦課決定処分をした（以下「本件変更処分」という。）。 

(5) 原告に関する確定申告 

ア 原告は、概要、「上記(2)のとおり本件取引Ａをし、その賃貸借終了後、Ｇこと乙（以下

「乙」という。）に対し、本件機械Ａを３６０万円で売却した。」という事実に基づき、平

成１８年３月期の所得金額の計算上、本件機械Ａ１、Ａ２に係る売却原価（８４２万６８４

９円）を損金の額に算入した。 

イ 原告は、概要、「原告が、平成１９年１０月１５日までに、有限会社Ｉ（以下「Ｉ」とい

う。）に対し、別表６－１記載の順号１～３の機械（以下、まとめて「本件機械Ｃ１」とい

い、それぞれの機械を順号ごとに「本件機械Ｃ１－１」などという。）を、平成２０年５月

まで賃料１３６５万円で賃貸し、その後に５４６０万円で売却した（以下「本件取引Ｃ１」

という。）。原告は、Ｉから、平成１９年１０月１５日に６８２５万円の賃料及び売買代金

の支払を受けた。原告は、平成１９年１２月２５日までに、Ｉに対し、別表６－１記載の順

号４～７の機械（以下、まとめて「本件機械Ｃ２」という。）を、平成２０年６月までは賃

料１９６３万５０００円で賃貸し、その後に７８５４万円で売却した（以下「本件取引Ｃ２」

といい、本件取引Ｃ１とあわせて「本件取引Ｃ」という。）。原告は、Ｉから、平成１９年
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１２月２５日に９８１７万５０００円の賃料及び売買代金の支払を受けた。」という事実に

基づき、平成２０年３月期の所得金額の計算上、賃料（１８８８万３３３４円）を益金の額

に、また、別表６－４のとおり本件機械Ｃに係る減価償却費を損金の額に算入するなどした。 

ウ 原告は、概要、「原告が、平成１６年３月までに、Ｊ株式会社（以下「Ｊ」という。）ほ

か数社から、Ｊらの工事現場で発生した土砂等の処理を請け負ったことに関し、高知県香美

市所在の山林及び雑種地の残土処分場（以下「Ｍ残土処分場」という。）における土砂等の

処理に、別表７－１、７－２のとおり残土処理原価（以下「本件残土処理原価」という。）

を要した。」という事実に基づき、平成１８年３月期及び平成１９年３月期の所得金額の計

算上、同残土処分場における残土処理原価（平成１８年３月期につき１億１０４１万７５９

９円、平成１９年３月期につき３０６０万１０６２円）を損金の額に算入した。 

エ 原告は、概要、「財団法人Ｋ（以下「Ｋ」という。）が、株式会社Ｌ銀行（以下「Ｌ銀行」

という。）から、１億５０００万円を借り入れ、Ｅは、同借入について、保証契約を締結し

た。Ｌ銀行は、平成１９年３月までに、Ｌ銀行のＥに対する１億５０００万円の保証債務履

行請求権と、ＥのＬ銀行に対する１億５０００万円の預金債権とを相殺した。」という事実

に基づき、取得した原告のＫに対する１億５０００万円の求償権（以下「本件求償権」とい

う。）は、貸倒引当金（法人税法施行令９６条１項２号）に該当するものとして、平成１９

年３月期及び平成２０年３月期の所得金額の計算上、１億３５００万円を損金の額に算入し

た。 

オ 原告は、各事業年度の所得金額の計算上、上記アないしエのとおり益金及び損金の額に算

入するなどして、別紙Ａ３－２、Ａ４－２の各「確定申告」欄記載のとおりそれぞれ申告し

た。 

(6) 原告に対する処分 

処分行政庁は、概要、「本件機械Ａ１、Ａ２は当該事業年度までに売却済みであるから（上

記(5)ア）、本件機械Ａ１、Ａ２の固定資産売却原価の益金の額への算入は認められない。本

件取引Ｃは一定期間の賃貸借関係を経たうえでのものではなく単なる売買であるから（上記

(5)イ）、本件機械Ｃに係る固定資産売却益４８２８万４６６１円を益金の額に算入すべきで

ある。本件残土処理原価はＭ残土処分場における残土の最終処分原価として平成１６年３月に

当該事業年度の収益に対応する売上原価等として未払金に算入した見積原価（２億３７５２万

５１２５円）から控除すべきであるから（上記(5)ウ）、本件残土処理原価の損金への算入は

認められない。本件求償権は当該事業年度までに消滅しているため貸倒引当金に該当しないか

ら（上記(5)エ）、本件求償権の損金への算入は認められない。」など、別紙Ａ６記載のとお

りの理由で、別紙Ａ３－２、Ａ４－２の各「更正処分等」欄記載のとおり、原告についての平

成２０年３月期以後の法人税の青色申告承認の取消処分をし、法人税及び消費税等の各更正処

分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分をした（以下、これらの処分をあわせ

て「本件各処分（原告関係）」という。）。 

なお、平成２０年３月期の法人税更正処分の通知書には、処分の理由が付記されていない。 

(7) 原告の不服申立て等 

ア 原告の不服申立て 

原告は、高松国税局長に対し、本件各処分について、別紙Ａ３、Ａ４の各「異議申立て」

欄記載のとおりそれぞれ異議申立てをしたが、同局長は、平成２１年５月１４日、上記各異
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議申立てを棄却する決定をした。 

これに対し、原告は、国税不服審判所長に対し、別紙Ａ３、Ａ４の各「審査請求」欄記載

のとおり審査請求をしたが、同所長は、平成２２年６月２日、上記審査請求を棄却する裁決

をした（乙２１、２２）。 

イ 本件訴えの提起 

原告は、平成２２年１１月５日、当庁に本件各処分の取消しを求めて訴えを提起した。 

３ 本件の争点と当事者の主張 

(1) 本案前の争点 

ア 原告の請求第７項①法人税更正処分のうち申告額を超えない部分の取消請求に係る訴え

に関し、訴えの利益の有無（争点①） 

イ 原告の請求第１０項②重加算税の賦課決定処分のうち納付すべき重加算税を超える部分

の請求に係る訴えに関し、訴えの利益の有無（争点②） 

(2) 本案の争点 

ア 原告の請求第１ないし４、９及び１０項（本件各処分（Ｅ関係））、並びに、同第６項（本

件各処分（原告関係）のうち平成１８年３月期の各処分）に関し、本件取引Ａ１、Ａ２が売

買か賃貸借か（争点③） 

イ 原告の請求第５、８、及び１１項（本件各処分（原告関係）のうち原告の青色申告承認、

平成２０年３月期及び平成２０年３月課税期間の各処分）に関し、本件取引Ｃは単なる売買

か一定期間の賃貸借関係を経たうえでの売買か（争点④） 

ウ 原告の請求第６及び７項（本件各処分（原告関係）のうち平成１８年３月期及び平成１９

年３月期の各更正処分）に関し、本件残土処理原価は未払金に算入された見積原価から控除

すべきか（争点⑤） 

エ 原告の請求第７及び８項（本件各処分（原告関係）のうち平成１９年３月期及び平成２０

年３月期の各更正処分）に関し、本件求償権が貸倒引当金に該当するか（争点⑥） 

オ 原告の請求第３及び４項（本件各処分（Ｅ関係）のうち平成１５年３月期及び平成１７年

１月期の各処分）、並びに、同第８項（本件各処分（原告関係）のうち平成２０年３月期の

各処分）に関し、更正処分に理由付記しないことが適法か（争点⑦） 

(3) 争点についての当事者の主張は、別紙Ａ７主張対比表のとおりである。 

なお、原告は、本件各処分（原告関係）の根拠等について、上記(2)に関するもの以外の別

紙Ａ６の被告の主張を争わない。 

第３ 争点についての判断 

１ 争点①（原告の請求第７項の訴えの利益の有無） 

(1) 法人税法（以下「法」という。）は、法人税につき、申告納税制度を採用しており（法７

４条、国税通則法（以下「通則法」という。）１６条２項１号）、通則法は、申告納税制度の

下においては、納付すべき税額は、納税者のする申告により確定することを原則とし（１６条

１項１号）、同法２４条または２６条の規定による更正で既に確定した納付すべき税額を増加

させるものは、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及

ぼさないと規定する（２９条１項）一方、納税申告書を提出した者は、一定の場合、一定の期

間内に限り、その申告に係る課税標準等または税額等（これらにつき更正があった場合には、

当該更正後の課税標準等または税額等）につき更正の請求をすることができる旨規定している
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（２３条）。 

以上のとおり、法及び通則法は、法人税につき申告納税制度を採用し、納税者が申告内容を

自己に有利に是正する手段として、更正の請求という特別の方法を設ける一方、当該更正の請

求につき期間制限を設けている趣旨は、法人税の課税標準等の決定については、最もその間の

事情に通じている納税義務者自身の申告に基づくものとして、その過誤の是正は、期間制限を

設けた上で法律が特に認めた場合に限るという建前とすることにより、租税債務の可及的速や

かな確定という要請に応じる一方、納税義務者に対しても過当な不利益を強いることのないよ

う配慮することにあるものと解される。以上のような法及び通則法の趣旨に照らせば、納税者

が、申告内容を自己に有利に是正するためには、更正の請求という法律が特に認めた手段によ

るべきであって、更正の請求の方法以外にその是正を許さないならば納税義務者の利益を著し

く害すると認められる特段の事情がない限り、更正の請求の手続を経ることなく、更正処分の

取消訴訟において、申告に係る課税標準等または税額等を超えない部分の取消しを請求するこ

とは許されないものというべきである。 

(2) これに対し、原告は、増額更正処分が、①申告に係る課税標準の一部取消しと、②新たに

認定された課税要件事実に基づく課税標準の加算からなる場合には、①で一部取り消された後

の課税標準を前提に、②で新たに認定された課税標準の加算部分のみを争うことが認められる

べきであるから、原告の申告に係る所得金額及び税額を下回る部分の取消しについても、訴え

の利益が認められると主張する。 

しかし、上記のような場合に、納税者が上記①の申告に係る課税標準または税額の一部取消

しによる利益を享受できないとしても、そのような結果は、課税標準または税額の一部取消し

と加算からなる増額更正がされた場合のみに限らず、過大な申告がされたが更正の請求がその

期間内にされなかった場合一般に生じ得るものであり、こうした結果も納税者にとって過当な

不利益を強いるとまではいえないから、通則法はそのような結果が生じることも当然予定して

いるものと解される。そうすると、原告の上記主張は、ただちに採用することができない。 

(3) 以上によれば、更正の請求の方法以外にその是正を許さないならば納税義務者の利益を著

しく害すると認められる特段の事情がない限り、更正の請求の手続を経ることなく、更正処分

の取消訴訟において申告に係る課税標準等または税額等を超えない部分の取消しを請求する

ことは許されない。そして、前提となる事実(5)オ（別紙Ａ３－２）のとおり、原告は、平成

１９年５月３１日に原告の平成１９年３月期の法人税につき所得金額を２８７３万９００７

円、納付すべき税額を７９８万１７００円とする確定申告を行い、その後、平成２０年１２月

２２日に処分行政庁から更正処分を受けたが、上記確定申告については、法定の期間内に更正

の請求をしていないというのであり、証拠上、更正の請求の方法以外にその是正を許さないな

らば原告の利益を著しく害すると認められる特段の事情もうかがわれない。 

したがって、原告の請求第７項①法人税更正処分のうち申告額を超えない部分、すなわち、

所得金額２８７３万９００７円及び納付すべき税額７９８万１７００円を超えない部分の取

消請求に係る訴えは、不適法というべきである。 

２ 争点②（原告の請求第１０項の訴えの利益の有無） 

申告に係る税額につき更正処分がされたのち、いわゆる減額再更正がされた場合、再更正処分

は、それにより減少した税額に係る部分についてのみ法的効果を及ぼすものであり（通則法２９

条２項）、それ自体は、再更正処分の理由のいかんにかかわらず、当初の更正処分とは別個独立
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の課税処分ではなく、その実質は、当初の更正処分の変更であり、それによって、税額の一部取

消しという納税者に有利な効果をもたらす処分であると解するのを相当とする。そうすると、納

税者は、上記再更正処分に対してその救済を求める訴えの利益はなく、専ら減額された当初の更

正処分の取消しを求めることをもって足りるというべきである（最高裁昭和５６年４月２４日第

二小法廷判決・民集３５巻３号６７２ページ）。 

そして、前提となる事実(4)ア、イ（別紙Ａ４－１）のとおり、処分行政庁は、平成２０年１

２月２２日、原告に対し、平成１５年３月課税期間の納付すべき重加算税の額を１５４万円とす

る更正処分をし、平成２３年１月２４日、同課税期間の納付すべき重加算税の額を１４６万３０

００円とする本件変更処分をした。 

したがって、原告の請求第１０項②重加算税の賦課決定処分のうち本件変更処分で取り消され

た部分、すなわち、納付すべき重加算税の額１４６万３０００円を超える部分の取消請求に係る

訴えは、不適法というべきである。 

３ 争点③（本件取引Ａ１、Ａ２が売買か賃貸借か） 

(1) 事実認定 

前提となる事実、証拠（各所に記載したもの）と弁論の全趣旨によれば、次の事実が認めら

れる。 

ア 本件機械Ａの取引当事者等 

Ｅ及び原告は、土木建設業を主要な業務内容としていたが、保有している中古建設機械の

販売や賃貸業務も行っていた。 

Ｆは、機械の修理を主要な業務内容としていたが、平成５、６年ころ、中古建設機械を国

外向け輸出業者に販売する業務も始めた。Ｆにおいては、平成１７年夏ころまで、常務取締

役丙（以下「丙」という。）が機械取引の販売交渉を担当しており、代表取締役丁（以下「丁」

という。）は、経理処理以外に関与していなかった（乙３９、丁証人２、３、１２、２５ペ

ージ）。 

Ｆは、機械の販売先を確保し、仕入先への買取金額と販売先への売却金額の交渉を並行し

て行って確定することにより、その差額の利益を得ていた（丁証人１４、１５ページ）。 

株式会社Ｎ（以下「Ｎ」という。）は、中古建設機械の輸出業者であり、Ｆとの間で、原

告やＥの保有する機械の取引をしたことがあった。また、Ｎは、賃借物件を扱ったことはな

く、購入した機械を国外の取引先に転売して輸出していた（乙４０・１ページ、４６・３ペ

ージ、乙７３）。 

ＮとＦとの交渉過程は、Ｎが、ＦからＥが処分する予定がある機械（本件機械Ａ１、Ａ２）

の情報を得た場合、丙とともに機械の置いてある現場に出向いて写真を撮り、その写真を国

外の取引先に送って、まず同取引先と売却金額の交渉をし、その見積りが出たら結果をＦに

伝え、これを踏まえてＦとの間で同社の買取金額の交渉を行うというものであった（乙４

０・１ページ、４６・１～３ページ、乙７３）。 

Ｅは、機械に関する取引について、Ｉの代表取締役であった戊（以下「戊」という。）に

交渉を一任していたため、Ｆと直接話し合いをしていない（乙３４・２ページ、原告代表者

５、２８、２９ページ）。 

イ 本件機械Ａ１の取引の流れ 

Ｎは、平成１４年３月６日、Ｆに対し、４９５６万円を支払った（乙３４・別添１、３）。 
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ＦとＥは、本件機械Ａ１に関し、Ｅの仲介をしていた戊の求めに応じて、両者の取引の間

に乙を介在させることを合意し、Ｆは、同月８日、乙に対し、４７００万円を支払った（乙

３４・１、２ページ・別添６）。 

Ｎは、本件機械Ａ１を、国外の取引先にそれぞれ売却した。Ｆは、Ｎに対し、同機械を引

き渡して、Ｎは、同年４月５日、これらをオーストラリアに向けて輸出した（乙４０・６枚

目）。 

ウ 本件機械Ａ２－１の取引の流れ 

Ｎは、平成１４年４月３０日、Ｆに対し、５８８０万円を支払った（乙３４・別添２、４）。 

Ｆは、Ｅとの間で、本件取引Ａ２－１を行い、翌５月２日、Ｅに対し、同取引に基づき、

５７００万円を支払った（乙３４・１、２ページ・別添６）。 

Ｅは、Ｏ株式会社（以下「Ｏ」という。）に対し、本件機械Ａ２－１の修理を発注し、Ｏ

は、同年５月２日から同月１０日までの間に修理した（乙３３）。 

Ｎは、本件機械Ａ２－１を、国外の取引先に売却した。Ｆは、Ｎに対し、同機械を引き渡

して、Ｎは、同年６月２８日、これをオーストラリアに向けて輸出した（乙４０・６枚目、

乙７３・６枚目）。 

エ 本件機械Ａ２－２～５の取引の流れ 

Ｎは、平成１４年５月２１日、Ｆに対し、９１０３万５０００円を支払った（乙３４・別

添２、５）。 

Ｆは、Ｅとの間で、本件取引Ａ２－２～５を行い、同月２２日、Ｅに対し、同取引に基づ

き、８５００万円を支払った。Ｆは、この支払を売買として経理処理をした（乙３４・１、

２ページ・別添６、丁証人５ページ）。 

Ｅは、Ｏに対し、本件機械Ａ２－２～５の修理を発注し、Ｏは、同年３月１２日から同月

２０日まで、同年４月９日～１８日までの間に本件機械Ａ２－４を、同年５月２３日から同

月２４日までの間に本件機械Ａ２－５を、同月２９日から同年６月６日までの間に本件機械

Ａ２－２、２－３をそれぞれ修理した（乙３３）。 

Ｎは、本件機械Ａ２－２～５を、国外の取引先にそれぞれ売却した。Ｆは、Ｎに対し、同

機械を引渡し、Ｎは、同年７月１０日、これらをオーストラリアに向けて輸出した（乙４０・

６枚目、乙７３・４、５枚目）。 

オ 本件取引Ａに係る契約書作成の経緯等 

Ｆにおいて、本件取引Ａ１、Ａ２の交渉を担当していたのは、丙であり、丁は、代表取締

役であったが、交渉には関与していなかった。 

丁は、上記イないしエのＥまたは乙に対する支払の後、一度か何回かに分けて、本件取引

Ａ１、Ａ２は売買であるという認識の下、本件取引Ａに係る契約書に押印した。丁は、その

際、丙から、本件取引Ａの法的性質（賃貸借であるかどうか）などについて詳しい説明を受

けておらず、また、取引の目的が保証人になるとか手形を振り出すなどというものではなか

ったこと、本件取引Ａ１、Ａ２の収支はバランスがとれていたことなどから、契約書の記載

内容をそれほど重要視していなかった（丁証人・２、３、６、１５、１６、２６ページ）。 

本件取引Ａ１、Ａ２に係る契約書には、本件取引Ａ１、Ａ２の機番、購入年月日、各取引

の賃料（賃料総額は１億１５００円である。）のほか、「賃貸借期間 平成１４年４月１日

から３６か月間」、「支払方法 Ｆは、上記賃料を契約期間３年（３６か月）後に、すべて
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精算しＥに支払う。」、「その他 回送費、組立費、燃料費、油脂類、修理費等は全てＦの

負担とする。」などという記載がある（甲２の１～９）。 

カ 本件取引Ａ１、Ａ２後の経過 

Ｅは、本件取引Ａ１、Ａ２の後、本件取引Ａに係る契約書に記載された賃貸借期間終了時

である平成１７年ころまで、相手方に引き渡した後の本件機械Ａ１、Ａ２の所在を明確に確

認しておらず（原告代表者１２、２９ページ）、Ｆも平成１７年ころ、本件機械Ａ１、Ａ２

の所在を認識していなかった（丁証人２０、２１ページ）。 

(2) 認定事実に基づく判断 

ア 認定事実ウ、エのとおり、Ｅは、本件機械Ａ２について、Ｆから総額１億４２００万円の

支払を、２回に分けてではあるが一括して受けた後に、同機械（本件機械Ａ２－４を除く）

の修理を発注してこれを引き渡している。 

また、認定事実カのとおり、Ｅは、本件取引Ａ１、Ａ２に係る契約書に記載された賃貸借

期間終了時である平成１７年ころまで、相手方に引き渡した後の目的物の所在を明確に確認

していなかった。このように、Ｅは、賃貸人であれば、目的物の返還義務の履行確保及び自

己の所有物の価値に関わるために、当然に関心を持つべき目的物の所在や使用方法等につい

て関心を持った形跡がない。 

以上の事情によれば、取引通念上、本件取引Ａ１、Ａ２は、客観的には、賃貸借ではなく

売買であると評価するのが自然である。 

イ 認定事実アのとおり、Ｎは、中古建設機械の輸出業者であり、賃貸物件を扱ったことはな

く、購入した機械を国外の取引先に転売して輸出していたから、賃貸借などによって機械の

利用権を取得するだけでは輸出目的を達することはできず、本件機械Ａ１、Ａ２の所有権を

取得する必要があった。すなわち、Ｎにとって、本件機械Ａ１、Ａ２の取引が売買であるこ

とは契約交渉に入る最低限の条件であった。 

他方、認定事実アのとおり、Ｎが、ＦからＥが処分する予定の機械（本件機械Ａ１、Ａ２）

の情報を得た場合、Ｆ（丙）とともに機械の置いてある現場に出向いて写真を撮り、その写

真を国外の取引先に送って、まず同取引先と売却金額の交渉をし、その見積りが出たら、結

果をＦに伝え、これを踏まえてＦとの間で同社の買取金額の交渉を行うという取引の経過に

よれば、Ｆは、Ｎとの間で、売買契約交渉をしていたということができるから、上記(1)イ

～エの支払及び本件機械Ａ１、Ａ２の引渡しは、いずれもＮとＦとの間での売買に基づくも

のと認められる。 

そうすると、Ｆは、Ｎに本件機械Ａ１、Ａ２を売却するために、Ｅに対し、売買を求めた

のであり、Ｎに対する他人物売買が生じる賃借を求めたものではないと考えられる。そして、

Ｅ側の交渉担当者であった戊は、その交渉経過において、ＮとＦとの間の取引が売買である

ことや、ＦがＥに対し売買を求めたことを、当然に認識していたというべきである。 

以上によれば、Ｆはもとより、Ｅ（戊）ないし乙の合理的意思は、本件機械Ａ１、Ａ２を

売買するというものであったと解するのが自然である。 

原告は、本件取引Ａ１、Ａ２は、同取引に係る契約書の記載内容どおり賃貸借であると主

張する。しかし、以下に述べるように契約書の記載内容からは合理的に説明できない事実が

認められるから、その主張は採用できない。 

まず、同契約書には、賃料の支払方法は、「契約期間３年後に、すべて精算してＥに支払



9 
 

う」と記載されているが、認定事実オのとおり、同契約書は、ＦからＥに取引の対価が支払

われた後に作成されており、このような規定を置く必要はすでになかった。この点、原告は、

建設機械の賃貸借期間は短縮や延長の可能性があるのでそのような事情の変更が生じた場

合に、契約終了後に、精算する趣旨の条項であると主張し、原告代表者もそれに沿う供述を

する（原告代表者７ページ）。しかし、本件取引Ａ１、Ａ２に係る契約書は、ＦからＥに取

引の対価が支払われた後に作成されているから、契約期間が短縮された場合は、Ｅが賃料の

返還をすることになるところ、そのような意味を読み取ることは困難であるし、Ｅのしてい

たほかの賃貸借契約においては、賃貸借期間が短縮されることを許容する趣旨の規定がある

（乙７４）にもかかわらず、本件取引Ａ１、Ａ２に係る契約書には同趣旨の規定はないこと

に照らすと、このような契約条項を設けた趣旨について、合理的な説明はできない。 

また、Ｆは、Ｅに対し、契約書記載の金額（１億１５００万円）を上回る支払（合計１億

４２００万円）をしている。そして、原告は、この差額は、Ｆがあらかじめ機械が損傷した

場合などのための保証金の趣旨で一定の金員を原告に対して預けたと主張するが、金員を交

付する重要な契約事項である保証金を契約書に記載しない（甲２の１～９）ことは不自然で

ある。また、原告は、平成１７年の賃貸借終了ころ、Ｆとの間で、Ｆが保証金を放棄すると

合意したとも主張するが、認定事実カのとおり、Ｆは、平成１７年ころ、本件機械Ａ１、Ａ

２がどこにあるのかを認識しておらず、そのような状況の中でＦが保証金全額を放棄する合

意をしたとも考えられない。そうすると、契約書を上回る金額が支払われていることの合理

的な説明はできない。 

そして、原告は、Ｆが転貸借することが予定されていたと主張するが、転貸借を許容する

規定が設けられていないこと、賃貸借期間中の修理費はＦが負担することになっているにも

かかわらず、本件機械Ａ２（本件機械Ａ２－４を除く）の賃貸借期間中の修理費用を支払っ

ていることも、賃貸借であるとすれば契約書と整合せず、この点を合理的に説明できない。 

エ Ｆの代表取締役である丁は、認定事実オのとおり、本件取引Ａ１、Ａ２を丙に任せており、

取引に深く関わっていなかったが、すでに取引の対価の支払後であったことや、取引の目的

が保証人になるなどでなかったため、本件取引Ａに係る契約書に、その記載内容をそれほど

重視せずに押印した（丁証人２、３、１５、１６ページ）。さらに、同契約書が上記対価の

支払後に作成されたことなども考慮すると、その記載内容から、ただちに丁が本件機械Ａ１、

Ａ２を賃貸借する意思を有していたとはいえない。 

オ また、原告は、原告が、賃貸借契約終了後の平成１７年、乙に対し、本件機械Ａを、代金

３６０万円で売却したと主張する。しかし、本件取引Ａ１、Ａ２の対価として支払われた額

と比べると、本件機械Ａがそのころ国外に搬出されていたことを考慮するとしても、あまり

に低額であり、この３６０万円を、本件機械Ａの売買代金と認めることはできない。原告の

上記主張は失当というべきである。 

(3) 小括 

ア 以上によれば、本件取引Ａ１、Ａ２は売買と認められる。なお、原告は、土木建設業者と

してより多くの工事を受注するために、本件機械Ａ１、Ａ２を所有していることが必要であ

ったと主張するが、仮にそのような必要性があったとしても、この点が上記判断を覆すほど

のものではない。 

イ 以上によれば、本件取引Ａ１、Ａ２は売買であるから、Ｅの各事業年度の所得の計算上、
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本件機械Ａ１、Ａ２に係る固定資産売却益は、益金の額に算入されるべきであり、本件機械

Ａに係る賃料を益金の額に、減価償却費を損金の額に算入したＥの申告は相当でない。 

本件取引Ａ１は、ＥとＦの間に乙が介在しているから、Ｅが確保した利益の額が不明であ

る。そこで、本件機械Ａ１の帳簿価格２７０万４０７８円（別表３－２）を、平成１４年４

月から平成１７年１月４日までにＥが売却した建設機械の平均現価率４５．５５パーセント

（別表３－１）で除した額をもって、本件取引Ａ１の売却金額を推定するのが相当であり、

その金額は５９３万６５０４円である。 

ウ また、上記イと同様、本件取引Ａ１、Ａ２は売買であるから、上記固定資産売却益に係る

固定資産売却収入は、消費税の課税標準額に計上すべきである。 

エ そして、本件機械Ａ１、Ａ２は平成１８年３月期までに売却されているから、原告の同期

の所得金額の計算上、同機械の固定資産売却原価は損金の額に算入できない。 

４ 本件各処分（Ｅ関係）の適法性（原告の請求第１～４、９及び１０項） 

(1) 法人税更正処分（原告の請求第２～４項） 

争点③についての判断に基づき算出したＥの各事業年度に係る各所得金額及び各納付すべ

き税額は、別紙Ａ５「第１ 法人税更正処分の根拠及び適法性」記載のとおりであると認めら

れる。これらの金額及び税額は、本件各法人税更正処分におけるＥの各事業年度の法人税に係

る所得金額及び納付すべき税額（別紙Ａ３－１「更正処分等」欄の各金額）と同額またはその

範囲内であるから、原告の請求第２～４項に係る法人税更正処分はいずれも適法ということが

できる。 

(2) 消費税等更正処分（原告の請求第９及び１０項） 

争点③についての判断に基づき算出したＥの各課税期間に係る各課税標準額及び各納付す

べき税額の合計額は、別紙Ａ５「第２ 消費税等更正処分の根拠及び適法性」記載のとおりで

あると認められる。これらの金額及び税額は本件各消費税等更正処分におけるＥの各課税期間

の消費税等に係る課税標準額及び納付すべき税額（別紙Ａ４－１「更正処分等」欄の各金額）

と同額またはその範囲内であるから、原告の請求第９及び１０項に係る消費税等更正処分はい

ずれも適法ということができる。 

(3) 賦課決定処分（原告の請求第２～４、９及び１０項） 

上記各更正処分は適法であるところ、Ｅは、本件機械Ａ１、Ａ２を売却したにもかかわらず、

本件取引Ａに係る賃貸借契約書を作成することにより、賃貸借契約を仮装して売買の事実を隠

ぺいしたものと認められ、Ｅの各事業年度の法人税の申告及び各課税期間の消費税等の申告に

ついて、通則法６８条１項所定の重加算税の賦課要件（隠ぺい、仮装）に該当する行為の存在

が認められる。 

これにより算出した、Ｅの各事業年度の法人税及び各課税期間に係る重加算税の額は、別紙

Ａ５「第３ 賦課決定（法人税及び消費税等）処分の根拠及び適法性」記載のとおりであると

認められ、いずれも本件各賦課決定における重加算税の額（別紙Ａ３－１、Ａ４－１「更正処

分等」欄の各金額。なお、平成１５年３月課税期間の重加算税の額は、本件変更処分により１

４６万３０００円である。）と同額であるから、本件各賦課決定処分もいずれも適法というこ

とができる。 

(4) 青色申告承認の取消処分（原告の請求第１項） 

Ｅは、平成１５年３月期に、本件機械Ａ２を売却したにもかかわらず、賃貸借契約書を作成
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することにより、賃貸借取引に仮装して帳簿に計上されており、このことは、取引の一部を仮

装して記載したものとして、法１２７条１項３号に規定する青色申告承認の取消事由に該当す

る。 

したがって、青色申告承認の取消処分は適法ということができる。 

５ 争点④（本件取引Ｃは単なる売買か一定期間の賃貸借関係を経たうえでの売買か） 

(1) 事実認定 

前提となる事実、前記争点③、証拠（各所に記載したもの）と弁論の全趣旨によれば、次の

事実が認められる。 

ア 本件機械Ｃ１、Ｃ２の交渉経過等 

原告、Ｆ及びＮの主な業務内容や取引の目的等は、上記３(1)アと同様である。 

Ｆにおいて、平成１７年１０月に死亡した丙に替わって、中古建設機械の取引交渉を丁が

行うことになり、平成１９年１０月と１２月に、Ｎとともに本件機械Ｃ１、Ｃ２の現地見分

をするなどした（丁証人１０、１７、１８ページ）。 

Ｉは、機械販売の仲介を行っており、仕入先の９９パーセントはＥであり、販売先はＦと

ほか１社であった（乙４７・１ページ）。 

イ 機械販売に関する制限 

Ｏは、平成１９年９月１日、建設機械の国外流出を防止するため、原告に対し、Ｏからの

購入後１年以内かつ稼動時間１０００時間以内の機械を、売買などで国外に流出させた場合、

上記購入価格の２５パーセントの違約罰を科すこと（以下「稼動時間等の規制」という。）

を通知して（甲５）、アワーメーターにより稼動時間を管理していた（乙３３・２ページ）。 

ウ 本件機械Ｃ１の取引の流れ 

Ｎは、Ｆから本件機械Ｃ１を購入し、Ｆに対し、その代金として、平成１９年１１月１日

に９５１３万円のうち８８２０万円を、同年１２月１２日に残りの６９３万円を支払った。

Ｎが代金を２回に分けて支払ったのは、一括で支払うことができなかったためである（乙３

４・別添２３、乙４０・２枚目、丁証人１４ページ）。 

Ｆは、平成１９年１０月１５日、Ｉに対し、８６１０万円を支払った（乙３４・別添２１、

２２）。 

Ｉは、同日、Ｆからの上記支払を売上に計上するとともに、原告に対し、本件取引Ｃ１に

基づき、６８２５万円を支払った（乙４１の１、２）。 

原告は、同月２６日、本件機械Ｃ１－１をＶへ運送してＮに引き渡した。また、原告は、

同年１２月１４日、本件機械Ｃ１－３を、平成２０年１月１１日、本件機械Ｃ１－２を、Ｆ

の工場へそれぞれ運送した（乙４２）。 

本件機械Ｃ１－１は、別表６－１のとおり取得年月日が平成１９年１月３１日であり、Ｖ

へ運送した時点でＯからの購入から１年以内の制限を満たしていなかった（乙４２）。 

本件機械Ｃ１－２、Ｃ１－３は、Ｆの工場へ運送された時点で稼動時間が１０００時間を

超えていなかった。そこで、Ｆは、同工場において、同機械のエンジンを掛けて稼動時間を

水増しした。このようにして、本件機械Ｃ１－２は稼動時間が１０００時間を超えたものと

して、他方、本件機械Ｃ１－３はＮの要望により１０００時間を超えないままに、国外へ運

送された（乙４２、丁証人２０ページ）。 

こうした中、Ｆは、Ｉから、Ｏからの購入から１年が経過するまでや稼動時間が１０００
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時間を超えるまでの間の法律関係は賃貸借であるなどの説明を受けたことはなかった。また、

Ｆは、稼動時間が１０００時間を超えていない建設機械を国外へ流出させると違約罰が科せ

られることを知っていたため、自らの判断で本件機械Ｃ１－２、Ｃ１－３のエンジンを掛け

て稼動時間を水増しした（丁証人８～１０ページ）。 

Ｎは、本件機械Ｃ１をオーストラリアの企業にそれぞれ売却し、平成１９年１２月１７日、

本件機械Ｃ１－１を、平成２０年１月２７日、本件機械Ｃ１－２、Ｃ１－３を、オーストラ

リアに向けて輸出した（乙４０・６枚目、乙４６・３枚目）。 

エ 本件機械Ｃ２の取引の流れ 

Ｎは、Ｆから本件機械Ｃ２を購入し、Ｆに対し、その代金として、平成１９年１２月２５

日に１億１９１７万５０００円のうち１億０８６７万５０００円を、平成２０年２月２９日

に残りの１０５０万円を支払った。Ｎが、代金を２回に分けて支払ったのは、一括で支払う

ことができなかったためである（乙３４・別添２６、乙４０・２枚目、丁証人１４ページ）。 

Ｆは、平成１９年１２月２５日、Ｉに対し、９８７０万円を支払った（乙３４・別添２４、

２５）。 

Ｉは、同日、Ｆからの上記支払金額を売上に計上するとともに、原告に対し、本件取引Ｃ

２に基づき、９８１７万５０００円を支払った（乙４１の１、２）。 

原告は、同月１９日、本件機械Ｃ２－６をＷへ、同月２６日、本件機械Ｃ２－７をＶへそ

れぞれ運送した。また、平成２０年１月１７日、本件機械Ｃ２－４を、同月末頃までに、本

件機械Ｃ２－５を、Ｆの工場へそれぞれ運送した（乙４２）。 

本件機械Ｃ２－４、Ｃ２－５は、Ｆの工場へ運送された時点で稼動時間が１０００時間を

超えていなかった。Ｆは、同工場において、同機械について、１０００時間を超えさせるた

めに、エンジンを掛けた。同機械は、１０００時間を超えてから国外へ運送された。Ｆが１

０００時間まで稼動した理由は、上記ウと同様である（乙４２、丁証人１０、２０ページ）。 

Ｎは、本件機械Ｃ２－４、Ｃ２－５、Ｃ２－７をオーストラリアの企業にそれぞれ売却し、

平成２０年１月３０日、本件機械Ｃ２－４を、同年２月２日、本件機械Ｃ２－７を、同年５

月２日、本件機械Ｃ２－５を、オーストラリアに向けて輸出した（乙４０・６枚目、乙４６・

３枚目）。 

Ｎは、本件機械Ｃ２－６を、平成１９年１２月１０日、国内の別の企業に売却した（乙４

０・６枚目）。 

オ 本件取引Ｃに係る契約書の記載内容 

本件取引Ｃ１に係る平成１９年１０月１５日付けの契約書には、本件機械Ｃ１の機番、売

買代金５４６０万円、リース料１３６５万円のほか、特記事項に「平成２０年５月までは、

本件機械Ｃ１を賃貸借契約とする。但し、５月までに稼動時間が１０００時間を超えない場

合は、超えるまで継続する。その場合のリース料は、別途精算とする。」（本件特記事項Ｃ

１）との記載がある（甲４の１）。 

本件取引Ｃ２に係る平成１９年１２月２５日付けの契約書には、本件機械Ｃ２の機番、売

買代金７８５４万円、リース料１９６３万５０００円のほか、特記事項に「平成２０年６月

までは、本件機械Ｃ２を賃貸借契約とする。但し、６月までに稼動時間が１０００時間を超

えない場合は、超えるまで継続する。その場合のリース料は、別途精算とする」（本件特記

事項Ｃ２）」との記載がある（甲４の２）。 
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(2) 認定事実に基づく判断 

ア 認定事実ウ、エのとおり、Ｉは、原告に対し、本件取引Ｃの代金全額を一括で支払った。

原告は、本件機械Ｃ２－６は、その支払の数日前に、それ以外の機械は、その支払後にそれ

ぞれの場所に運送している。 

Ｉと原告の間で、本件機械Ｃの代金が一括で支払われ、本件機械Ｃの引渡しもそれぞれ代

金支払前の近接した時期またはその支払後になされているという取引経過は、客観的には、

一定期間の賃貸借関係を経たうえでのものではなく単なる売買であると考えるのが自然で

ある。 

イ 本件取引Ａ１、Ａ２と同様、ＮとＦは、本件機械ＣをＮが国外の取引先に売却することを

目的として、Ｉに売買を求めた。 

認定事実ウ、エのとおり、Ｆは、Ｉから、Ｏからの購入から１年が経過するまでや稼動時

間が１０００時間を超えるまでは賃貸借の形をとるなどの説明を受けておらず、ＦとＩとの

間の売買で、１０００時間を超えるまで及び６か月間は賃貸借契約とするなどの合意があっ

たとは認められない。したがって、ＦとＩは、単なる売買をしたというべきである。 

Ｉは、本件取引Ｃにおいて、本件特記事項Ｃ１、Ｃ２の合意をしていたのであれば、同様

の合意を転売先であるＦとの間でも設けるのが通常であると考えられるにもかかわらず、そ

の旨の合意をしていない。したがって、Ｉと原告が、本件特記事項Ｃ１、Ｃ２の合意をして

おらず、本件取引Ｃは単なる売買契約であったと考えるのが自然である。 

ウ 原告は、認定事実イの稼動時間等の規制に対応するため、一定の時期と１０００時間の稼

動時間を超えるまでは賃貸借とする旨の本件特記事項Ｃ１、Ｃ２を設け、その規制を回避し

ようとしたと主張する。 

しかし、Ｆにおいて、稼動時間を水増しして１０００時間を超えたことをＩまたは原告に

報告することはなかった（丁証人２０ページ）ように、Ｉと原告は、本件機械Ｃを引き渡し

た後は、その稼動時間の報告を求めていなかった。また、原告は、本件機械Ｃ１－１を、取

得から１年間という期間を満たすまで約３か月もあるのにＶへ搬送しているが、港に運べば

そのまま輸出されることが予想されることから、原告に１年間という期間制限を守る意思も

希薄であったといえる。そして、本件機械Ｃのうち、稼動時間が１０００時間を超えていな

いものは一つを除いてＦの工場でエンジンを掛けて稼動時間を水増ししているが、機械を必

要とする現場でなく、機械の修理と機械販売の仲介をしていて、土木建設工事を業務として

いないＦの工場に運送している以上、工事現場で稼動時間が１０００時間を超えるまで使用

してから国外に輸出する予定ではないことを、本件機械Ｃの運送を依頼した原告においても

容易に理解できたはずである。 

このように、原告は、本件特記事項Ｃ１、Ｃ２の合意をしていたのであれば、当然関心を

持つべきである稼動時間が１０００時間を超えることや１年間という期間制限を遵守する

意思は希薄であったといえるし、Ｆの工場に運送していることで、稼動時間を正当な方法で

１０００時間を超えるまで使用してから国外に輸出するものでないことを理解していたこ

とも考え合わせると、稼動時間等の規制を守る意図が希薄であったといえる。 

(3) 小括 

ア 以上によれば、本件取引Ｃに一定期間の賃貸借関係を経たうえでの売買とは認められない

から、本件取引Ｃは、単なる売買と認められる。 
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イ したがって、原告の平成２０年３月期の所得金額の計算上、本件機械Ｃの固定資産売却益

は益金の額に算入すべきであり、賃料は益金の額に、減価償却費は損金の額に算入できない。 

ウ また、上記固定資産売却益に係る固定資産売却収入は、原告の平成２０年３月課税期間の

消費税の課税標準額に計上すべきであり、賃料は控除すべきである。 

６ 争点⑤（本件残土処理原価は未払金に算入された見積原価から控除すべきか） 

(1) 事実認定  

証拠（各所に記載したもの）と弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。 

ア 原告は、平成１５年３月までに、Ｊほか４社から、各工事現場から発生した土砂等の処理

をそれぞれ請け負った。この契約は、工事現場から発生した土砂等の搬出のみでなく、搬出

された土砂等を安全に処分するまでを契約内容に含むものである（甲６・１８ページ）。 

原告は、平成１５年３月までに、Ｅの所有地であったＭ残土処分場に、ヘドロ等と渾然一

体となった工事現場からの土砂等を搬入し、同地で曝気した後、順次建設廃棄物等の区分が

行われるＭの最終処分場に埋め立てた（甲６・２、１７、２０ページ）。 

原告は、同請負契約の当該事業年度の収益に対応する売上原価等に当たるとして、同残土

処分場における残土処理費用（未払外注費）を、１立方メートルあたり２６２５円として見

積り、平成１４年３月期に２８６６立方メートル７５２万３２５０円、平成１５年３月期に

３万８７２７立方メートル１億０１６５万８３７５円を、所得の計算上、損金に算入して、

法人税の確定申告をした。その見積内訳は、１立方メートルあたり、積込代（集積、整地及

び排水処理を含む）１９８円、運搬代１１６５円、敷均・転圧（盛土法面整形）１３７円、

処分代１０００円、諸経費１２５円である（甲６・２、３、１９ページ）。 

上記見積額は、資金面などの問題から、本来であれば確保する必要のある最終処分場が不

確定であることを前提に、有限会社Ｐが見積もった金額（単価１立方メートルあたり２６０

０円（消費税抜き）、その内訳は、積込運搬１２キロ１６００円、押土及び防災排水対策費

１０００円）を参考に、原告が見積りをしたものである。 

イ 処分行政庁は、原告とＪらとの間の請負契約の内容に、Ｍ残土処分場から残土を搬出する

ために要する費用相当分は含まれていないため、上記未払外注費の損金への算入が認められ

ないことなどという理由で、更正処分をした。これ対し、原告が、審査請求をしたところ、

国税不服審判所長は、平成１７年６月３０日、上記アの事実などを前提に、同請負契約の代

金には、最終処分を行うまでに要する費用相当分が含まれていると見るのが相当であると判

断し、当該事業年度の収益に対応する売上原価等に当たるとして、未払外注費を、平成１４

年３月期、平成１５年３月期の損金に算入することを認める裁決をした（前回裁決。甲６・

２８ページ）。 

ウ 原告は、平成１６年３月までに、Ｊほか数社から、各工事現場から発生した土砂等の処理

をそれぞれ請け負った（以下、まとめて「土砂等請負契約」という。乙４９）。 

原告の同請負契約における土砂等の処理手順は、同残土処分場に、工事現場から土砂等を

搬入し、仮置きして、産業廃棄物と土砂に分別する。産業廃棄物は、業者に処理を委託し、

土砂は同残土処分場（仮置き場）から最終の残土処分場（最終処分場）に運んで処理をする

というものである（甲１２、Ｑ証人１ページ）。 

原告は、平成１６年３月期、同請負契約の収益に対応する売上原価等にあたるとして、平

成１６年３月までの同残土処分場に搬入した残土の処理費用（未払外注費）を、２億０４５
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０万円（消費税抜き。単価１立方メートルあたり２６２５円（消費税込み）残土搬入数量８

万１８０２立方メートル）と見積り、同額を、所得の計算上、損金に算入して、確定申告を

した（乙４８、４９）。 

エ 原告は、平成１８年３月期及び平成１９年３月期に、同残土処分場における残土処理原価

それぞれ１億１０４１万７５９９円及び３０６０万１０６２円を、上記ウで損金に算入した

金額から控除せず、別途損金の額に算入した（別表７－１、７－２）。 

(2) 認定事実に基づく判断 

ア 一般に、土木等工事で発生した土砂等の搬出を請け負った場合、契約書上明示されなくて

も、搬出残土を安全に処分することまでを契約内容に含むものである。すなわち、当該請負

契約において、工事現場等で発生した土砂等を残土処分場へ搬出するという単なる物理的な

場所の移動にとどまらず、土木工学にのっとり、土砂等の種類、特性を考慮しながら盛り土

が流出しない方法で処理すること、すなわち建設廃棄物の不法投棄とならないために土砂等

の区分けを行って適正に処理することが契約内容に含まれる（甲６・１７ページ）から、土

砂等請負契約についても、工事で発生した土砂等を、最終処分場において安全に処分するま

でを契約内容に含むものと認められる。 

法人税法２２条３項１号が、各事業年度の所得の金額の計算上、当該事業年度の収益に係

る完成工事原価を損金に算入することを認めているのは、収益とそれを生み出すのに要した

費用とは、同一の会計年度に算入されなければならない（費用収益対応の原則）という考え

方に基づくものであるから、土砂等請負契約に係る完成工事原価の額として、工事で搬出さ

れた土砂等を最終処分場において処分するまでの費用を、損金の額に算入することが認めら

れる。 

イ 認定事実ア、イのとおり、前回裁決に係る見積金額は、最終処分場が不確定であることを

前提とする見積であり、土砂等の適正な処分をするためには最終処分場が不可欠であること

をふまえると、最終処分場やそこに至る道路の造成工事等も不可欠であるから、当然にその

工事に要する費用も見積金額に含まれていたと評価できる。 

そして、土砂等請負契約に係る見積金額は、前回裁決の際の見積金額と同額であるから、

最終処分場の造成のためなどの費用を含むものとして見積もられたといえる。 

平成１８年３月期及び平成１９年３月期に損金に算入した費用は、同残土処分場から最終

処分場までの搬出用道路造成工事、仮置きの残土処分場までの道路造成工事、仮置き場に残

土を受け入れるため防災工事の費用等、仮置き場や最終処分場までの運搬費用であると認め

られる（甲１の８、１の９、１６、原告代表者１８、１９ページ）。 

これらの工事も、土砂等の適正な処分に不可欠な工事といえるから、土砂等請負契約に係

る見積金額に含まれているものと認められる。 

また、前回裁決における原告の見積の内訳における処分代や運搬代の項目や原告の参考に

した有限会社Ｐの見積の内訳における防災排水対策費の項目が、平成１８年３月期及び平成

１９年３月期に算入した費用と性質の異なる支出であると解することはできない。 

(3) 小括 

ア したがって、平成１８年３月期及び平成１９年３月期のＭ残土処分場に係る支出原価は、

平成１６年３月期までに未払金として損金に算入された見積原価（合計２億３７５２万５１

２５円）から控除すべきであり、この未払金の残高がある限り、損金の額に算入することは
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できない。 

イ 原告の平成１８年３月期及び平成１９年３月期の所得金額の計算上、Ｍ残土処分場に係る

支出原価は、平成１６年３月期までに未払金に算入された見積原価（合計２億３７５２万５

１２５円）から控除すべきであり、損金の額に算入できない。 

７ 争点⑥（Ｋに対する本件求償権が貸倒引当金に該当するか） 

(1) 事実認定 

証拠（各所に記載したもの）と弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。 

ア Ｅは、平成１５年６月２４日、Ｋに対し、高知市●●ほか６筆の土地を、代金９億円で売

却した（乙５４）。 

Ｋは、Ｅに対し、同日、手付金として５０００万円を支払い、同年１０月２３日、上記売

買代金のうち４億円を支払った（乙５４～５６）。 

Ｅは、同年１２月１５日、Ｋから、上記売買契約に係る土地について、土地を平坦化する

工事を、代金１億円で請け負い、Ｋは、同月２９日、Ｅに対し、同代金全額を支払った（乙

５４、５７、５９）。 

イ Ｋは、平成１５年１２月２９日までに、Ｌ銀行から、１億５０００万円を借り入れた。Ｅ

は、同日、Ｌ銀行との間で、ＫがＬ銀行に対して負担する債務について、元本１億５０００

万円を極度額とする連帯根保証をした（乙５８号証）。 

また、Ｋは、同年１０月２９日までに、株式会社Ｒ銀行（以下「Ｒ銀行」という。）から、

４億円を借り入れた。 

ウ ＥとＫは、平成１６年４月２８日までに、次のとおり合意した（乙６０、６１）。 

ＥとＫは、Ｋの申出により、上記アの売買を合意解除する。Ｋは、Ｅに対し、上記解除に

伴う違約金として、Ｅの被った損害賠償金１億８０００万円の支払義務があることを確認す

る。 

Ｋは、平成１６年４月３０日までに、Ｌ銀行に対し、１億５０００万円を支払い、Ｌ銀行

との間で、Ｋの責任において、上記イのＥがＬ銀行との間でした連帯根保証を解除する。ま

た、Ｋは、同年１２月２８日までに、Ｅに対し、上記違約金との差額３０００万円を支払う。 

Ｅは、Ｋに対し、上記アのとおりＫが支払った５億５０００万円を速やかにＫに支払い、

Ｋは同時に上記イのＲ銀行からの借入金４億円を返済する。また、１億５０００万円につい

ては、上記ウの違約金と相殺することを承諾する。 

よって、上記イのＬ銀行に対する借入金１億５０００万円の返済については、Ｋが返済す

るものとする。 

エ Ｅは、同年４月３０日、Ｋに、上記合意に基づき４億円を支払った（乙６２）。 

オ 原告は、平成１７年３月２５日、Ｌ銀行高知支店に対し、１億５０００万円を定期預金と

して預け、同月３１日、Ｋの債務不履行について、原告が上記イの保証債務を履行するまで

定期預金１億５０００万円の定期預金証書を担保として差し入れた（乙６３、６４）。 

カ Ｌ銀行は、平成１８年６月３０日、上記イの連帯根保証契約に基づく保証債務履行請求権

と上記オの定期預金を、同年７月５日をもって相殺する旨の相殺通知書を原告に対して送付

した（乙６５）。 

キ 原告は、同月６日、上記カのとおり相殺がされたことから、Ｋに対して１億５０００万円

の求償権を有するとして、定期預金勘定を短期貸付勘定に振り替える経理処理を行った（乙
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６６）。 

(2) 認定事実に基づく判断 

認定事実ウによれば、ＥとＫは、Ｅが、Ｋに対し、５億５０００万円を返却し、Ｋはそのう

ち１億５０００万円をＬ銀行に支払うと同時に、ＥがＬ銀行との間でした連帯根保証を解除す

ることを条件として、ＫがＥに対して負担する違約金のうち１億５０００万円を消滅させるこ

とを合意したものと認められる（乙６７）。 

しかし、認定事実エのとおり、Ｅは、平成１６年４月３０日、Ｋに対し、４億円しか支払わ

なかった。Ｅまたは原告は、上記条件成就により上記違約金のうち１億５０００万円の支払を

受ける権利を失うという不利益を受けるところ、上記条件の成就を故意に妨げたことになる。

したがって、Ｋは条件が成就したものとみなすことができるのであり、そうすると、Ｅまたは

原告のＫに対する求償金請求権は消滅したことになる。 

また、認定事実オ、カのとおり、Ｌ銀行が、原告のＬ銀行に対する１億５０００万円の預金

と原告に対する保証債務履行請求権とを対当額で相殺したことにより、原告は、Ｋに対して１

億５０００万円の求償権が生じたが、認定事実ウによれば、原告はＫに対する１億５０００万

円の返還義務を負うから、求償権と同額の債務を負うことになる。 

(3) 小括 

ア 以上によれば、Ｅまたは原告のＫに対する１億５０００万円の本件求償権は、平成１６年

４月３０日に消滅したものといえる。また、仮にそうでないとしても、原告は、Ｋに対し、

本件求償権と同額の債務を負うから、これは、原告が平成１９年３月期の終了時に有する金

銭債権とはいえない。したがって、いずれにしても法人税法施行令９６条１項２号の要件に

該当せず、損金の額に算入することはできない。 

イ 原告の平成１９年３月期及び平成２０年３月期の所得金額の計算上、本件求償権が法人税

法施行令９６条１項２号の要件に該当しないため、損金の額に算入することはできない。 

８ 本件各処分（原告関係）の適法性（原告の請求第５～８及び１１項） 

(1) 法人税更正処分（原告の請求第６～８項） 

争点③～⑥により算出した原告の各事業年度に係る各所得金額及び各納付すべき税額は、別

紙Ａ６「第１ 法人税更正処分の根拠及び適法性」記載のとおりであると認められる（争点に

係るもの以外は争いがない。）。これらの金額及び税額は、本件各法人税更正処分における原

告の各事業年度の法人税に係る所得金額及び納付すべき税額（別紙Ａ３－２「更正処分等」欄

の各金額）と同額であるから、原告の請求第６～８項に係る法人税更正処分はいずれも適法と

いうことができる。 

(2) 消費税等更正処分（原告の請求第１１項） 

争点④により算出した原告の平成２０年３月期課税期間の課税標準額及び納付すべき税額

の合計額は、別紙Ａ６「第２ 消費税等更正処分の根拠及び適法性」記載のとおりであると認

められる。これらの金額及び税額は本件消費税等更正処分における原告の平成２０年３月課税

期間の消費税等に係る課税標準額及び納付すべき税額（別紙Ａ４－２「更正処分等」欄の金額）

と同額であるから、原告の請求第１１項に係る消費税等更正処分は適法ということができる。 

(3) 賦課決定処分（原告の請求第６～８及び１１項） 

上記各更正処分は適法であるところ、原告が本件各賦課決定処分において過少申告加算税の

対象とした各税額の計算の基礎となった各事実が本件各更正処分前における各税額の計算の
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基礎とされなかったことについて通則法６５条４項に規定する正当な理由があるとは認めら

れない。また、原告は、本件機械Ａ１、Ａ２を売却したにもかかわらず、本件取引Ａに係る賃

貸借契約書を作成することにより、賃貸借契約を仮装して売買の事実を隠ぺいし、原告は、本

件機械Ｃを売却したにもかかわらず、本件取引Ｃ１、Ｃ２に係る売買契約書に記載された期間

（平成２０年５月及び同年６月まで）は売買ではなく賃貸借契約を仮装して売買時期を隠ぺい

したものと認められ、原告の各事業年度の法人税の申告及び各課税期間の消費税等の申告につ

いて、通則法６８条１項所定の重加算税の賦課要件（隠ぺい、仮装）に該当する行為の存在が

認められる。 

これにより算出した、原告の各事業年度の法人税並びに各課税期間に係る各過少申告加算税

及び各重加算税の計算及び合計額は、別紙Ａ６「第３ 賦課決定（法人税及び消費税等）処分

の根拠及び適法性」記載のとおりであると認められ、いずれも本件各賦課決定における各加算

税の額（別紙Ａ３－２、Ａ４－２の区分「更正処分等」の項目「過少申告加算税の額」及び「重

加算税の額」欄記載の各合計額。）と同額またはその範囲内であるから、本件各賦課決定処分

もいずれも適法ということができる。 

(4) 青色申告承認の取消処分（原告の請求第５項） 

原告は、平成２０年３月期において、本件機械Ｃを売却したにもかかわらず、本件特記事項

Ｃ１、Ｃ２を作成することにより、賃貸借取引に仮装して帳簿に計上されており、このことは、

取引の一部を仮装して記載したものとして、法１２７条１項３号に規定する青色申告承認の取

消事由に該当する。 

したがって、青色申告承認の取消処分は適法ということができる。 

９ 争点⑦（更正処分に理由付記しないことが適法か） 

Ｅ及び原告の青色申告承認の取消処分が適法であることは、上記４(4)及び８(4)のとおりであ

る。 

したがって、青色申告承認が取り消され、青色申告でなくなった事業年度（Ｅの平成１５年３

月期、平成１７年１月期、原告の平成２０年３月期）の更正処分に理由が付記されていないこと

は、違法ではない。 

第４ 本件の結論 

以上のとおりであるから、本件訴えのうち、原告の請求第７項①法人税更正処分のうち所得金額

２８７３万９００７円及び納付すべき税額７９８万１７００円を超えない部分、並びに、同第１０

項②重加算税の賦課決定処分のうち納付すべき重加算税の額１４６万３０００円を超える部分は

不適法であるからこれを却下し、そのほかの請求は理由がなく、いずれも棄却すべきである。した

がって、主文のとおり判決する。 

 

高知地方裁判所民事部 

裁判長裁判官 松田 典浩 

裁判官 向井 宣人 

裁判官 髙橋 憲太 
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別紙Ａ１ 

当 事 者 等 

原告       株式会社Ｄ 

代表者代表取締役 甲 

訴訟代理人弁護士 水野 武夫 

同        元氏 成保 

同        濱 和哲 

同        藤原 充子 

同        下村 幸雄 

被告       国 

代表者法務大臣  谷垣 禎一 

処分行政庁    高知税務署長 二木 順一 

指定代理人    石間 大輔 

同        西丸 真弓 

同        川原 久志 

同        中條 晴之 

同        諏訪 洋一 

同        菅谷 和彦 

同        守屋 文貴 

同        松本 浩伸 

同        濱 孝幸 

同        尾上 幸男 

同        船井 孝行 

同        黒川 美穂 
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別紙Ａ２ 

原 告 の 請 求 

 

１ 処分行政庁が平成２０年１２月１９日付けでした、原告の被合併法人株式会社Ｅの平成１４年

４月１日から平成１５年３月３１日までの事業年度以後の法人税の青色申告承認取消処分を取

り消す。 

２ 処分行政庁が平成２０年１２月２２日付けでした、原告の被合併法人株式会社Ｅの平成１３年

４月１日から平成１４年３月３１日までの事業年度に関する次の各処分を取り消す。 

①法人税更正処分のうち所得金額２６８４万４２２２円及び納付すべき税額７４８万０３０

０円を超える部分 

②重加算税の賦課決定処分 

３ 処分行政庁が平成２０年１２月２２日付けでした、原告の被合併法人株式会社Ｅの平成１４年

４月１日から平成１５年３月３１日までの事業年度に関する次の各処分を取り消す。 

①法人税更正処分のうち所得金額１１７５万６４１３円及び納付すべき税額３１４万１１０

０円を超える部分 

②重加算税の賦課決定処分 

４ 処分行政庁が平成２０年１２月２２日付けでした、原告の被合併法人株式会社Ｅの平成１６年

４月１日から平成１７年１月４日までの事業年度に関する次の各処分を取り消す。 

①法人税更正処分のうち所得金額１９７３万９４６７円及び納付すべき税額５１６万１９０

０円を超える部分 

②重加算税の賦課決定処分 

５ 処分行政庁が平成２１年３月９日付けでした、原告の平成１９年４月１日から平成２０年３月

３１日までの事業年度以後の法人税の青色申告承認取消処分を取り消す。 

６ 処分行政庁が平成２０年１２月２２日付けでした、原告の平成１７年４月１日から平成１８年

３月３１日までの事業年度に関する次の各処分を取り消す。 

①法人税更正処分のうち所得金額３１４８万６９５４円及び納付すべき税額９５３万５７０

０円を超える部分 

②過少申告加算税賦課決定処分のうち過少申告加算税額４２万円を超える部分 

③重加算税の賦課決定処分 

７ 処分行政庁が平成２０年１２月２２日付けでした、原告の平成１８年４月１日から平成１９年

３月３１日までの事業年度に関する次の各処分を取り消す。 

①法人税更正処分のうち所得金額２３３８万４２４６円及び納付すべき税額６３７万５２０

０円を超える部分 

②過少申告加算税の賦課決定処分 

８ 処分行政庁が平成２１年３月１０日付けでした、原告の平成１９年４月１日から平成２０年３

月３１日までの事業年度に関する次の各処分を取り消す。 

①法人税更正処分のうち所得金額３５５６万５９５６円及び納付すべき税額１００２万９５

００円を超える部分 

②過少申告加算税の賦課決定処分 

③重加算税の賦課決定処分 
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９ 処分行政庁が平成２０年１２月２２日付けでした、原告の被合併法人株式会社Ｅの平成１３年

４月１日から平成１４年３月３１日までの課税期間に関する次の各処分を取り消す。 

①消費税及び地方消費税の更正処分のうち納付すべき消費税額２１０３万７６００円を超え

る部分、地方消費税額５２５万９４００円を超える部分 

②重加算税の賦課決定処分 

１０ 処分行政庁が平成２０年１２月２２日付けでした、原告の被合併法人株式会社Ｅの平成１４年

４月１日から平成１５年３月３１日までの課税期間に関する次の各処分を取り消す。 

①消費税及び地方消費税の更正処分のうち納付すべき消費税額３４０７万６６００円を超え

る部分、地方消費税額８５１万９１００円を超える部分 

②重加算税の賦課決定処分 

１１ 処分行政庁が平成２１年３月１０日付けでした、原告の平成１９年４月１日から平成２０年３

月３１日までの課税期間に関する次の各処分を取り消す。 

①消費税及び地方消費税の更正処分のうち納付すべき消費税額４４３９万９１００円を超え

る部分、地方消費税額１１０９万９７００円を超える部分 

②重加算税の賦課決定処分 
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課税の経緯等（法人税）              別紙Ａ３－１ 

（被合併法人 株式会社Ｅ） 

（単位：円）

確 定 申 告 更 正 処 分 等 異 議 申 立 て 異 議 決 定 審 査 請 求 裁 決

年 月 日 平成20年12月19日 平成21年2月17日 平成21年5月14日 平成21年6月5日 平成22年6月2日

処 分 状 況 等
平成15年3月期以後
の法人税の青色申告
承 認 の 取 消 処 分

処分の取消し 棄　却 処分の取消し 棄　却

平成14年5月31日 平成20年12月22日 平成21年2月17日 平成21年5月14日 平成21年6月5日 平成22年6月2日

26,844,222 29,804,448

7,480,300 8,127,500

―

― 224,000

平成15年5月30日 平成20年12月22日 平成21年2月17日 平成21年5月14日 平成21年6月5日 平成22年6月2日

11,756,413 79,982,687

3,141,100 26,150,000

― ―

― 8,050,000

平成17年2月25日 平成20年12月22日 平成21年2月17日 平成21年5月14日 平成21年6月5日 平成22年6月2日

19,739,467 23,455,106

5,161,900 6,276,700

― ―

― 388,500

区 分

青 色 申 告
承 認 の 取 消 し

平
成
14
年
3
月
期

年 月 日

所 得 金 額

重 加 算 税 の 額

納 付 す べ き 税 額

過 少 申 告
加 算 税 の 額

全部の取消し 棄　却 全部の取消し 棄　却

全部の取消し 棄　却 全部の取消し 棄　却

全部の取消し 棄　却 全部の取消し 棄　却

所 得 金 額

納 付 す べ き 税 額

重 加 算 税 の 額

平
成
15
年
3
月
期

平
成
17
年
1
月
期

年 月 日

所 得 金 額

納 付 す べ き 税 額

重 加 算 税 の 額

年 月 日

過 少 申 告
加 算 税 の 額

過 少 申 告
加 算 税 の 額
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別紙Ａ３－２ 

（合併法人 株式会社Ｄ） 

（単位：円）

確 定 申 告 更 正 処 分 等 異 議 申 立 て 異 議 決 定 審 査 請 求 裁 決

平成18年5月31日 平成20年12月22日 平成21年2月17日 平成21年5月14日 平成21年6月5日 平成22年6月2日

19,898,950 149,887,382

5,329,400 49,563,500

― 6,048,500

― 742,000

平成19年5月31日 平成20年12月22日 平成21年2月17日 平成21年5月14日 平成21年6月5日 平成22年6月2日

28,739,007 191,207,158

7,981,700 56,722,100

― 6,911,500

― ―

年 月 日 平成21年3月9日 平成21年3月16日 平成21年5月14日 平成21年6月5日 平成22年6月2日

処分状 況等
平成20年3月期以後
の法人税の青色申告
承 認 の 取 消 処 分

処分の取消し 棄　却 処分の取消し 棄　却

平成20年6月2日 平成21年3月10日 平成21年3月16日 平成21年5月14日 平成21年6月5日 平成22年6月2日

35,565,956 290,327,285

10,029,500 86,458,100

― 7,127,500

― 8,946,000

区 分

青 色 申 告
承 認 の 取 消 し

平
成
18
年
3
月
期

年 月 日

所 得 金 額

平
成
19
年
3
月
期

年 月 日

所 得 金 額

過 少 申 告
加 算 税 の 額

過 少 申 告
加 算 税 の 額

一部の取消し 棄　却 一部の取消し 棄　却

納 付 す べ き 税 額

重 加 算 税 の 額

平
成
20
年
3
月
期

年 月 日

所 得 金 額

全部の取消し 棄　却

納 付 す べ き 税 額

重 加 算 税 の 額

過 少 申 告
加 算 税 の 額

棄　却

納 付 す べ き 税 額

重 加 算 税 の 額

全部の取消し 棄　却

一部の取消し一部の取消し 棄　却
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別紙Ａ４－１ 

課税の経緯等（消費税等） 

（被合併法人 株式会社Ｅ） 

（単位：円）

確 定 申 告 更 正 処 分 修 正 申 告 更 正 処 分 等 異 議 申 立 て 異 議 決 定 審 査 請 求 裁 決

平成14年5月31日 平成20年12月22日 平成21年2月17日 平成21年5月14日 平成21年6月5日 平成22年6月2日

課 税 標 準 額 1,065,285,000 1,070,939,000

課税標準額に対する
消 費 税 額

42,611,400 42,837,560

控 除 対 象 仕 入 税 額 21,573,724 21,582,131

納 付 す べ き 税 額 21,037,600 21,255,400

課 税 標 準 額 と な る
消 費 税 額

21,037,600 21,255,400

納 付 譲 渡 割 額 5,259,400 5,313,800

26,297,000 26,569,200

― ―

― 94,500

平成15年5月30日 平成16年4月6日 平成17年3月18日 平成20年12月22日 平成21年2月17日 平成21年5月14日 平成21年6月5日 平成22年6月2日

課 税 標 準 額 1,311,820,000 1,311,820,000 1,283,320,000 1,372,843,000

課税標準額に対する
消 費 税 額

52,472,800 52,472,800 51,332,800 54,913,720

控 除 対 象 仕 入 税 額 18,221,838 18,427,998 17,256,140 17,313,285

納 付 す べ き 税 額 34,250,900 34,044,800 34,076,600 37,600,400

課 税 標 準 額 と な る
消 費 税 額

34,250,900 34,044,800 34,076,600 37,600,400

納 付 譲 渡 割 額 8,562,700 8,511,200 8,519,100 9,400,100

42,813,600 42,556,000 42,595,700 47,000,500

― ― ― ―

― ― ― 1,540,000

棄　却

棄　却 全部の取消し

棄　却 全部の取消し

棄　却

平
成
15
年
3
月
課
税
期
間

年 月 日

消
費
税

全部の取消し

重 加 算 税 の 額

全部の取消し

過 少 申 告 加 算 税 の 額

地

方

消

費

税

納 付 す べ き 税 額 の 合 計 額

過 少 申 告 加 算 税 の 額

重 加 算 税 の 額

区 分

年 月 日

消
　
費
　
税

地

方

消

費

税

納 付 す べ き 税 額 の 合 計 額

平
成
14
年
3
月
課
税
期
間
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別紙Ａ４－２ 

 

（合併法人 株式会社Ｄ） 

確 定 申 告 更 正 処 分 修 正 申 告 更 正 処 分 等 異 議 申 立 て 異 議 決 定 審 査 請 求 裁 決

平成20年6月2日 平成21年3月10日 平成21年3月16日 平成21年5月14日 平成21年6月5日 平成22年6月2日

課 税 標 準 額 4,828,183,000 4,967,799,000

課税標準額に対する
消 費 税 額

193,127,320 198,711,960

控 除 対 象 仕 入 税 額 148,728,157 148,728,157

納 付 す べ き 税 額 44,399,100 49,983,800

課 税 標 準 額 と な る
消 費 税 額

44,399,100 49,983,800

納 付 譲 渡 割 額 11,099,700 12,495,900

55,498,800 62,479,700

― ―

― 2,443,000

区 分

平
成
20
年
3
月
課
税
期
間

年 月 日

消
　
　
費
　
　
税

全部の取消し 棄　　却 全部の取消し 棄　　却
地
方
消
費
税

納付すべき税額の合計額

過 少 申 告 加 算 税 の 額

重 加 算 税 の 額
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別紙Ａ５ 

本件各処分（Ｅ関係）の根拠等（被告の主張） 

 

第１ 法人税更正処分の根拠及び適法性 

１ 平成１４年３月期（別紙Ｂ１－１の「平成１４年３月期」欄参照） 

平成１４年３月期の所得金額は３００８万７２７３円、納付すべき法人税額は８２１万２４０

０円である。その計算根拠は、次のとおりである。 

(1) 所得金額 ３００８万７２７３円 

上記金額は、次のアないしウの各金額を合計した金額である。 

ア 申告所得金額 ２６８４万４２２２円 

上記金額は、Ｅの平成１４年３月期の確定申告書に記載された所得金額である。 

イ 固定資産売却益の除外額 ３２３万２４２６円 

上記金額は、平成１４年３月にＥが乙に対して売却した、本件機械Ａ１に係る固定資産売

却益の合計額であり、所得金額の計算上、益金の額に算入すべき金額である。 

なお、本件機械Ａ１の固定資産売却益の額については、Ｅと乙との間で授受された金額が

不明であったことから、本件機械Ａ１の帳簿価額の合計額（別表３－２の③の合計金額）２

７０万４０７８円を、Ｅが平成１４年４月１日から平成１７年１月４日までに売却した建設

機械の平均原価率４５．５５パーセント（別表３－１）で除して売却金額を推計し、当該売

却金額を基に算定した（別表３－２参照）。 

ウ 雑収入計上漏れ額 １万０６２５円 

上記金額は、Ｅの平成１４年３月課税期間の消費税等の更正処分等により増加する納付す

べき消費税等の額２８万６２００円と、仮受消費税等の金額２９万６８２５円（本件機械Ａ

１の売却に係る仮受消費税額・別表３－２参照）との差額であり、所得金額の計算上、益金

の額に算入すべき金額である。 

(2) 所得金額に対する法人税額 ８３８万６１００円 

上記金額は、上記(1)の所得金額（通則法１１８条１項の規定に基づき１０００円未満の端

数金額を切り捨てた後のもの）に法６６条（平成１８年法律第１０号による改正前のもの）１

項及び２項並びに経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減

措置に関する法律（平成１８年法律第１０号（平成１９年１月１日施行）により廃止される前

のもの。以下「負担軽減措置法」という。）１６条に規定する税率を乗じた金額である。 

(3) 控除所得税額等 １７万３６０７円 

上記金額は、Ｅが平成１４年３月期の確定申告書に記載した、法人税額から控除される所得

税額等の額である。 

(4) 納付すべき法人税額 ８２１万２４００円 

上記金額は、上記(2)の金額から上記(3)の金額を控除した金額（通則法１１９条１項の規定

に基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）である。 

２ 平成１５年３月期（別紙Ｂ１－１の「平成１５年３月期」欄参照） 

平成１５年３月期の所得金額は７９９８万２６８７円、納付すべき法人税額は２６１５万円で

ある。その計算根拠は、次のとおりである。 

(1) 所得金額 ７９９８万２６８７円 
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上記金額は、次のアないしエの各金額を合計した金額から、次のオないしキの金額の各金額

を控除した金額である。 

ア 申告所得金額 １１７５万６４１３円 

上記金額は、Ｅの平成１５年３月期の確定申告書に記載された所得金額である。 

イ 固定資産売却益の除外額 ８４２２万１３６４円 

上記金額は、ＥがＦに対して売却した、本件機械Ａ２に係る固定資産売却益の合計額であ

り、所得金額の計算上、益金の額に算入すべき金額である。 

その内訳は、別表４のとおりである。 

ウ 減価償却超過額 ２３３０万２３２０円 

上記金額は、Ｅが、平成１５年３月期の確定申告において、本件機械Ａ１、Ａ２に係る減

価償却費として損金の額に算入した金額であり、その内訳は、別表２－３のとおりである。 

しかし、法３１条１項は、内国法人が各事業年度終了の時において有する減価償却資産に

つき償却費として当該事業年度の所得の計算上、損金の額に算入できる旨規定するところ、

本件機械Ａ１、Ａ２については、当期末までに既に売却済みであるから、その償却費は、所

得金額の計算上、損金の額に算入されないものである。 

エ 雑収入計上漏れ額 ７万１３９１円 

上記金額は、Ｅの平成１５年３月課税期間の消費税等の更正処分により増加した納付すべ

き消費税等の額４４０万４８００円と、仮受消費税等の金額４４７万６１９１円（本件機械

Ａ２の売却に係る仮受消費税額６４２万８５７１円（別表４参照）からＥが賃料として経理

した金額に係る消費税等相当額１９５万２３８０円（別表２－４参照）を控除した金額）と

の差額であり、所得金額の計算上、益金の額に算入されるべき金額である。 

オ 賃料の過大計上額                  ３９０４万７６２０円 

上記金額は、Ｅが、本件機械Ａについて、Ｆとした本件取引Ａに係る賃料として益金の額

に算入した金額の合計額であり、その内訳は別表２－４のとおりである。 

しかし、ＥとＦとの間で、賃貸借がなされたものとは認められないから、当該金額は、所

得金額の計算上、益金の額に算入されない。 

カ 事業税の損金算入額 ２８万４１００円 

上記金額は、Ｅの平成１４年３月期の法人税に係る更正処分に伴い増加する所得金額に対

する事業税相当額であり、所得金額の計算上、損金の額に算入される金額である。 

キ 寄附金の損金不算入額の過大額 ３万７０８１円 

上記金額は、Ｅが平成１５年３月期の確定申告書に記載した、寄附金の損金不算入額のう

ち、当期の更正処分により所得金額が増加することに伴い、法３７条（平成１８年法律第１

０号による改正前のもの）及び同法施行令７３条（平成１８年政令第１２５号による改正前

のもの）の規定に基づき再計算した結果、所得金額の計算上、損金の額に算入されることと

なる金額である（別紙Ｂ６－１参照）。 

(2) 所得金額に対する法人税額 ２３３５万４６００円 

上記金額は、上記(1)の所得金額（通則法１１８条１項の規定に基づき１０００円未満の端

数金額を切り捨てた後のもの）に法６６条（平成１８年法律第１０号による改正前のもの）１

項及び２項並びに負担軽減措置法１６条に規定する税率を乗じた金額である。 

(3) 課税留保金額に対する税額 ３１０万１２２７円 
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上記金額は、当期の更正処分により、所得金額に対する法人税額等が増加したことから、法

６７条（平成１５年法律第８号による改正前のもの）の規定に基づき、同族会社の留保金額に

対する税額を再計算したものである（別紙Ｂ４－１参照）。 

(4) 控除所得税額等 ３０万５８０４円 

上記金額は、Ｅが平成１５年３月期の確定申告書に記載した、法人税額から控除される所得

税額等の額である。 

(5) 納付すべき法人税額 ２６１５万００００円 

上記金額は、上記(2)の金額に上記(3)の金額を加算し、上記(4)の金額を控除した金額（通

則法１１９条１項の規定に基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）である。 

３ 平成１７年１月期（別紙Ｂ１－１の「平成１７年１月期」欄参照） 

平成１７年１月期の所得金額は２３４５万５１０６円、納付すべき法人税額は６２７万６７００

円である。その計算根拠は、次のとおりである。 

(1) 所得金額 ２３４５万５１０６円 

上記金額は、次のア及びイの金額を合計した金額から、次のウの金額を控除した金額である。 

ア 申告所得金額 １９７３万９４６７円 

上記金額は、Ｅの平成１７年１月期の確定申告書に記載された所得金額である。 

イ 減価償却超過額 ３７６万２６７２円 

上記金額は、Ｅが、平成１７年１月期の確定申告において、本件機械Ａ１、Ａ２に係る減

価償却費として損金の額に算入した金額であり、その内訳は、別表２－３のとおりである。 

しかし、法３１条１項は、内国法人が各事業年度終了の時において有する減価償却資産に

つき償却費として当該事業年度の所得の計算上、損金の額に算入できる旨規定するところ、

本件機械Ａ１、Ａ２については、当期末までに既に売却済みであるから、その償却費は、所

得金額の計算上、損金の額に算入されないものである。 

ウ 寄附金の損金不算入額の過大額 ４万７０３３円 

上記金額は、Ｅが平成１７年１月期の確定申告書に記載した、寄附金の損金不算入額のう

ち、当期の更正処分により所得金額が増加することに伴い、法３７条（平成１８年法律第１

０号による改正前のもの）及び同法施行令７３条（平成１８年政令第１２５号による改正前

のもの）の規定に基づき再計算した結果、所得金額の計算上、損金の額に算入されることと

なる金額である（別紙Ｂ６－２参照）。 

(2) 所得金額に対する法人税額 ６５０万３１４０円 

上記金額は、上記(1)の所得金額（通則法１１８条１項の規定に基づき１０００円未満の端

数金額を切り捨てた後のもの）に法６６条（平成１８年法律第１０号による改正前のもの）１

項及び２項並びに負担軽減措置法１６条に規定する税率を乗じた金額である。 

(3) 控除所得税額等 ２２万６３６９円 

上記金額は、Ｅが平成１７年１月期の確定申告書に記載した、法人税額から控除される所得

税額等の額である。 

(4) 納付すべき法人税額 ６２７万６７００円 

上記金額は、上記(2)の金額から上記(3)の金額を控除した金額（通則法１１９条１項の規定

に基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）である。 

４ 法人税更正処分の適法性 
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被告の主張するＥの各事業年度に係る納付すべき法人税の金額は、それぞれ上記１ないし３で

述べたとおりであり、本件各法人税更正処分における各金額は、いずれも被告が主張する上記各

金額と同額またはその範囲内であるから、本件各法人税更正処分は適法である。 

第２ 消費税等更正処分の根拠及び適法性 

１ Ｅの平成１４年３月課税期間（別紙Ｂ２－１の「平成１４年３月課税期間」欄参照。） 

(1) 平成１４年３月課税期間の消費税 

ア 課税標準額 １０億７１２２万１０００円 

上記金額は、次の(ｱ)及び(ｲ)の金額を合計した金額（通則法１１８条１項の規定に基づき

１０００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）である。 

(ｱ) 確定申告に係る課税売上額 １０億６５２８万５３０１円 

上記金額は、Ｅが平成１４年３月課税期間の確定申告書に記載した課税売上額と同額で

ある。 

(ｲ) 固定資産売却収入の除外額               ５９３万６５０４円 

上記金額は、前記第１の１(1)イの固定資産売却益除外に係る固定資産売却収入の金額

（税抜金額）である（別表３－２参照）。 

イ 課税標準額に対する消費税額 ４２８４万８８４０円 

上記金額は、上記アの金額に消費税法２９条に規定する１００分の４の税率を乗じて算出

した金額である。 

ウ 控除対象仕入税額 ２１５８万２２１５円 

上記金額は、次の(ｱ)及び(ｲ)の金額を合計した金額である。 

(ｱ) 確定申告に係る控除対象仕入税額           ２１５７万３７２４円 

上記金額は、Ｅの平成１４年３月課税期間の確定申告書に記載された控除対象仕入税額

と同額である。 

(ｲ) 課税売上割合の変動に伴う調整額                ８４９１円 

上記金額は、Ｅが、控除対象仕入税額について、消費税法３０条２項１号の規定の基づ

き計算しているところ、上記アのとおり、課税売上額が増加したことにより、課税売上割

合が変動したため、当該控除対象仕入税額を再計算した結果、増加した金額である（別紙

Ｂ２－３参照）。 

エ 納付すべき消費税額 ２１２６万６６００円 

上記金額は、上記イの金額から上記ウの金額を控除した金額（通則法１１９条１項の規定

に基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）である。 

(2) 平成１４年３月課税期間の地方消費税 

ア 課税標準額となる消費税額 ２１２６万６６００円 

上記金額は、地方消費税の課税標準として地方税法７２条の７７第２号に規定する金額

（地方税法７２条の８２の規定を適用した後のもの）で、上記(1)エの金額である。 

イ 納付譲渡割額 ５３１万６６００円 

上記金額は、上記アの金額に地方税法７２条の８３に規定する１００分の２５の税率を乗

じて算出した金額（同法２０条の４の２第３項の規定に基づき１００円未満の端数を切り捨

てた後のもの）である。 

(3) 納付すべき税額の合計額 ２６５８万３２００円 
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上記の金額は、上記(1)エ及び(2)イの金額を合計した金額である。 

２ Ｅの平成１５年３月課税期間（別紙Ｂ２－１の「平成１５年３月課税期間」欄参照） 

(1) 平成１５年３月課税期間の消費税 

ア 課税標準額 １３億７２８４万３０００円 

上記金額は、次の(ｱ)及び(ｲ)の金額を合計した金額から(ｳ)の金額を控除した金額（通則

法１１８条１項の規定に基づき１０００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）である。 

(ｱ) 修正申告に係る課税売上額           １２億８３３２万００８８円 

上記金額は、Ｅの平成１５年３月課税期間の修正申告書に記載された課税売上額と同額

である。 

(ｲ) 固定資産売却収入の除外額            １億２８５７万１４２９円 

上記金額は、前記第１の２(1)イの固定資産売却益除外に係る売却金額（税抜金額。別

表４の①の合計欄の金額から②の合計欄の金額を控除した金額）である。 

(ｳ) 賃料の減算額                  ３９０４万７６２０円 

上記金額は、本件取引Ａに係る賃料に係る課税資産の譲渡等の対価の額（税抜金額）で

あるが、前記第１の２(1)オのとおり、ＥとＦが賃貸借をしたものとは認められないから、

平成１５年３月課税期間の課税標準等の額から控除する（別表２－４参照）。 

イ 課税標準額に対する消費税額 ５４９１万３７２０円 

上記金額は、上記アの金額に消費税法２９条に規定する１００分の４の税率を乗じて算出

した金額である。 

ウ 控除対象仕入税額 １７３１万３２８５円 

  上記金額は、次の(ｱ)及び(ｲ)の金額を合計した金額である。 

(ｱ) 修正申告に係る控除対象仕入税額           １７２５万６１４０円 

上記金額は、Ｅの平成１５年３月課税期間の修正申告書に記載された控除対象仕入税額

と同額である。 

(ｲ) 課税売上割合の変動に伴う調整額              ５万７１４５円 

上記金額は、Ｅが、控除対象仕入税額について、消費税法３０条２項１号の規定の基づ

き計算しているところ、上記アのとおり、課税売上額が増加したことにより、課税売上割

合が変動したため、当該控除対象仕入税額を再計算した結果、増加した金額である（別紙

Ｂ２－３参照）。 

エ 納付すべき消費税額 ３７６０万０４００円 

上記金額は、上記イの金額から上記ウの金額を控除した金額（通則法１１９条１項の規定

に基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）である。 

(2) 平成１５年３月課税期間の地方消費税 

ア 課税標準額となる消費税額 ３７６０万０４００円 

上記金額は、地方消費税の課税標準として地方税法７２条の７７第２号に規定する金額

（地方税法７２条の８２の規定を適用した後のもの）で、上記(1)エの金額である。 

イ 納付譲渡割額 ９４０万０１００円 

上記金額は、上記アの金額に地方税法７２条の８３に規定する１００分の２５の税率を乗

じて算出した金額（同法２０条の４の２第３項の規定に基づき１００円未満の端数を切り捨

てた後のもの）である。 
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(3) 納付すべき税額の合計額 ４７００万０５００円 

上記の金額は、上記(1)エ及び(2)イの金額を合計した金額である。 

３ 消費税等更正処分の適法性 

被告の主張するＥの各課税期間に係る納付すべき消費税等の金額は、それぞれ上記１及び２で

述べたとおりであり、本件各消費税等更正処分における各金額は、いずれも本件各消費税等更正

処分における各金額と同額またはその範囲内であるから、本件各消費税等更正処分は適法である。 

第３ 賦課決定（法人税及び消費税等）処分の根拠及び適法性 

１ 法人税関係（別紙Ｂ３－１、３－２参照） 

(1) 賦課決定（法人税）処分の根拠 

ア Ｅの平成１４年３月期の重加算税の額 ２２万４０００円 

上記金額は、平成１４年３月期の更正処分により増加する納付すべき税額６４万７２００

円のうち、事実を隠ぺいし、または仮装した事実に基づく税額に通則法１１８条３項に基づ

き１万円未満の端数金額を切り捨てた上で、同法６８条１項に基づき１００分の３５の割合

を乗じた金額である（別紙Ｂ３－１参照）。 

イ Ｅの平成１５年３月期の重加算税の額 ８０５万００００円 

上記金額は、平成１５年３月期の更正処分により増加する納付すべき税額２３００万８９

００円の全額が、事実を隠ぺいし、または仮装した事実に基づく税額であり、その金額に通

則法１１８条３項に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた上で、同法６８条１項に基づ

き１００分の３５の割合を乗じた金額である（別紙Ｂ３－１参照）。 

ウ Ｅの平成１７年１月期の重加算税の額 ３８万８５００円 

上記金額は、平成１７年１月期の更正処分により増加する納付すべき税額１１１万４８０

０円の全額が、事実を隠ぺいし、または仮装した事実に基づく税額であり、その金額に通則

法１１８条３項に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた上で、同法６８条１項に基づき

１００分の３５の割合を乗じた金額である（別紙Ｂ３－１参照）。 

エ Ｅは、本件機械Ａ１、Ａ２を売却したにもかかわらず、本件取引Ａに係る賃貸借契約書を

作成することにより、賃貸借を仮装して売買の事実を隠ぺいし、これに基づいて作成した法

人税及び消費税等の確定申告をしたのであるから、通則法６８条１項に規定する重加算税の

賦課要件に該当する。 

(2) 賦課決定（法人税）処分の適法性 

被告が主張するＥの各事業年度に係る法人税に係る加算税の額は上記(1)アないしウのとお

りであり、本件各賦課決定（法人税）処分の各金額はいずれも上記各金額と同額であるから、

本件各賦課決定（法人税）処分は適法である。 

２ 消費税等関係（別紙Ｂ５参照） 

(1) 賦課決定（消費税等）処分等の根拠 

ア Ｅの平成１４年３月課税期間の重加算税の額 ９万４５００円 

上記金額は、平成１４年３月課税期間の更正処分により増加する納付すべき税額２７万２

２００円の全額が、事実を隠ぺいし、または仮装した事実に基づく税額であり、その税額に

通則法１１８条３項に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた上で、同法６８条１項に基

づき１００分の３５の割合を乗じた金額である。 

イ Ｅの平成１５年３月課税期間の重加算税の額 １４６万３０００円 
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上記金額は、平成１５年３月課税期間の更正処分により増加する納付すべき税額４４０万

４８００円の全額が、事実を隠ぺいし、または仮装した事実に基づく税額であるが、その修

正申告または更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があ

ると認められるものがある場合と認められる確定申告税額に達するまでの金額２１万７９

００円を除いた金額４１８万６９００円に、通則法１１８条３項に基づき１万円未満の端数

金額を切り捨てた上で、同法６８条１項に基づき１００分の３５の割合を乗じた金額である

（別表１参照）。 

ウ Ｅの各課税期間において隠ぺい・仮装に当たる事実があったことは、上記１(1)エと同様

である。 

(2) 賦課決定（消費税等）処分の適法性 

被告が主張するＥの各課税期間に係る消費税等に係る加算税の額は上記(1)ア及びイのとお

りであり、本件各賦課決定（消費税等）処分（本件変更決定処分を含む。以下同じ。）におけ

る各金額は、被告が主張する各金額と同額であるから、本件各賦課決定（消費税等）処分は適

法である。 

第４ 青色申告承認の取消処分の根拠及び適法性 

Ｅは、平成１５年３月期に、本件機械Ａ２を売却したにもかかわらず、賃貸借契約書を作成する

ことにより、賃貸借取引に仮装して帳簿に計上されており、このことは、取引の一部を仮装して記

載したものとして、法１２７条１項３号に規定する青色申告承認の取消事由に該当する。 

したがって、青色申告承認の取消処分は適法である。 
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別紙Ａ６ 

本件各処分（原告関係）の根拠等（被告の主張） 

 

第１ 法人税更正処分の根拠及び適法性 

１ 平成１８年３月期（別紙Ｂ１－２の「平成１８年３月期」欄参照） 

平成１８年３月期の所得金額は１億４９８８万７３８２円、納付すべき法人税額は４９５６万

３５００円である。その計算根拠は、次のとおりである。 

(1) 所得金額 １億４９８８万７３８２円 

上記金額は、次のアないしオの各金額を合計した金額から、次のカ及びキの各金額を控除し

た金額である。 

ア 申告所得金額 １９８９万８９５０円 

上記金額は、原告の平成１８年３月期の確定申告書に記載された所得金額である。 

イ 固定資産売却原価の架空計上額 ８４２万６８４９円 

上記金額は、原告が、平成１７年４月６日に乙に対して本件機械Ａを売却したとして計上

した売却原価（９６３万３２２７円）のうち、本件機械Ａ１、Ａ２に係るものであり、本件

機械Ａ１、Ａ２の平成１８年３月期の期首の帳簿価額と同額である（別表２－２参照）。 

しかし、本件機械Ａ１、Ａ２は、既に売却済みであり、平成１８年３月期に売却されたも

のでないから、当該売却原価は、所得金額の計算上、損金の額に算入することはできない。 

ウ 過年度分完成工事原価 １億１０４１万７５９９円 

上記金額は、原告が、平成１８年３月期の確定申告において、本件残土処理原価として、

所得金額の計算上、損金の額に算入した金額である（別表７－１の８枚目の「合計（税抜金

額）」欄参照）。 

しかし、本件残土処理原価については、過年度において、Ｍ残土処分場における残土の最

終処分原価として見積もった上、未払金として計上されたもので、既に過年度の所得金額の

計算上、損金の額に算入していることから、当期の損金の額に算入することはできない。 

エ 減価償却超過額 １４５１万３２５０円 

上記金額は、原告が、平成１８年３月期の確定申告において、平成１８年１月３１日に取

得したとされる建設機械（以下「本件機械Ｂ」という。）に係る減価償却費３４１万３２５

０円及び特別償却費１１１０万００００円（中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償

却。租税特別措置法（以下「措置法」という。）４２条の６第１項。）として損金の額に算

入した金額の合計額である。（別表５－２参照）。 

しかし、法３１条１項は、内国法人が各事業年度終了の時において有する減価償却資産に

つき償却費として当該事業年度の所得の計算上、損金の額に算入できる旨規定するところ、

本件機械Ｂについては、当事業年度の終了の時において既に売却済みであるから、その償却

費は、所得金額の計算上、損金の額に算入されない。 

オ 雑収入計上漏れ額 ６２７２円 

上記金額は、原告の平成１８年３月課税期間の消費税等の更正処分により、増加した納付

すべき消費税等の額１７０万４８００円と、仮受消費税等の金額１７１万１０７２円（下記

カの本件機械Ｂの売却に係る仮受消費税額、別表５－１参照。）との差額であり、所得金額

の計算上、益金の額に算入されるべき金額である。 
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カ 固定資産売却損の計上漏れ ２７７万８５６２円 

上記金額は、原告が、Ｉに対して、本件機械Ｂを売却したことにより生じた固定資産売却

損の金額である（別表５－１参照）。 

なお、当該金額については、本件機械Ｂは原告の関係会社である株式会社Ｓ（以下「Ｓ」

という。）所有の建設機械と併せて平成１７年１２月２７日に総額６８２５万００００円で

売却されていたことから、両機械の売却時における帳簿価額（本件機械Ｂは３７００万００

００円、Ｓ所有の建設機械は３３２７万７５８４円）で按分して、本件機械Ｂの売却価額（３

５９３万２５１０円）を算出し、その税抜金額から帳簿価額を控除して算出した。 

キ 寄附金の損金不算入額の過大額 ５９万６９７６円 

上記金額は、原告の平成１８年３月期の確定申告書に記載された、寄附金の損金不算入額

につき、当期の更正処分により所得金額が増加することに伴い、法３７条（平成１８年法律

第１０号による改正前のもの）及び同法施行令７３条（平成１８年政令第１２５号による改

正前のもの）の規定に基づき再計算した結果、その全額が、所得金額の計算上、損金の額に

算入されることとなる金額である（別紙Ｂ６－２参照）。 

(2) 所得金額に対する法人税額 ４４３２万６１００円 

上記金額は、上記(1)の所得金額（通則法１１８条１項の規定に基づき１０００円未満の端

数金額を切り捨てた後のもの）に法６６条（平成１８年法律第１０号による改正前のもの）１

項及び２項並びに負担軽減措置法１６条に規定する税率を乗じた金額である。 

(3) 課税留保金額に対する税額 ５２３万７４００円 

上記金額は、当期の更正処分により、所得金額に対する法人税額等が増加したことから、法

６７条（平成１８年法律第１０号による改正前のもの）の規定に基づき、同族会社の留保金額

に対する税額を再計算したものである（別紙Ｂ４－２参照）。 

(4) 納付すべき法人税額 ４９５６万３５００円 

上記金額は、上記(2)の金額に上記(3)の金額を加算した金額（通則法１１９条１項の規定に

基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）である。 

２ 平成１９年３月期（別紙Ｂ１－２の「平成１９年３月期」欄参照） 

平成１９年３月期の所得金額は１億９１２０万７１５８円、納付すべき法人税額は５６７２万

２１００円である。その計算根拠は、次のとおりである。 

(1) 所得金額 １億９１２０万７１５８円 

上記金額は、次のアないしオの各金額を合計した金額から、次のカ及びキの各金額を控除し

た金額である。 

ア 申告所得金額 ２８７３万９００７円 

上記金額は、原告の平成１９年３月期の確定申告書に記載された所得金額である 

イ 過年度分完成工事原価 ３０６０万１０６２円 

上記金額は、原告が、平成１９年３月期の確定申告において、本件残土処理原価として、

所得金額の計算上、損金の額に算入した金額である（別表７－２の５枚目の「合計（税抜金

額）」欄参照）。 

しかし、本件残土処理原価については、過年度において、Ｍ残土処分場おける残土の最終

処分原価として見積もった上、未払金として計上されたもので、既に過年度の所得金額の計

算上、損金の額に算入していることから、当期の損金の額に算入することはできない。 
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ウ 減価償却超過額 ８２９万７６１０円 

上記金額は、原告が、平成１９年３月期の確定申告において、本件機械Ｂに係る減価償却

費として損金の額に算入した金額の合計額である（別表５－２参照）。 

しかし、法３１条１項は、内国法人が各事業年度終了の時において有する減価償却資産に

つき償却費として当該事業年度の所得の計算上、損金の額に算入できる旨規定するところ、

本件機械Ｂについては、当事業年度の終了の時において既に売却済みであるから、その償却

費は、所得金額の計算上、損金の額に算入されない。 

エ 貸倒引当金の繰入限度超過額 １億３５００万００００円 

上記金額は、原告が、平成１９年３月期の確定申告において、本件求償権につき、法人税

法施行令９６条１項２号の規定の要件に該当するものとして、所得金額の計算上、損金の額

に算入した金額である。 

しかし、同号の規定は、事業年度の終了の時に有する金銭債権について貸倒引当金繰入額

の損金算入を認めるものであるところ、本件求償権は、平成１９年３月期末までに消滅して

いると認められるから、当該金額は、所得金額の計算上、損金の額には算入されない。 

オ 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額 ２２２万１８５０円 

上記金額は、原告の業務主催役員である甲に対して支給した給与のうち、法人税法施行令

７２の２（平成１９年政令第８３号による改正前のもの）の規定により計算された金額であ

り、所得金額の計算上、損金の額には算入されない（平成２２年３月３１日法律第６号によ

り削除される前の法３５条）。 

カ 事業税の損金算入額 １２４７万９７００円 

上記金額は、原告の平成１８年３月期の法人税に係る更正処分に伴い増加する所得金額に

対する事業税相当額であり、所得金額の計算上、損金の額に算入される金額である。 

キ 寄附金の損金不算入額の過大額 １１７万２６７１円 

上記金額は、原告の平成１９年３月期の確定申告書に記載された、寄附金の損金不算入額

のうち、当期の更正処分により所得金額が増加することに伴い、法３７条（平成１９年法律

第６号による改正前のもの）及び同法施行令７３条（平成１９年政令第８３号による改正前

のもの）の規定に基づき再計算した結果、所得金額の計算上、損金の額に算入されることと

なる金額である（別紙Ｂ６－３参照）。 

(2) 所得金額に対する法人税額 ５６７２万２１００円 

上記金額は、上記(1)の所得金額（通則法１１８条１項の規定に基づき１０００円未満の端

数金額を切り捨てた後のもの）に法６６条（平成１８年法律第１０号による改正前のもの）１

項及び２項並びに負担軽減措置法１６条に規定する税率を乗じた金額である。 

(3) 納付すべき法人税額 ５６７２万２１００円 

上記金額は、上記(2)の金額（通則法１１９条１項の規定に基づき１００円未満の端数金額

を切り捨てた後のもの）と同額である。 

３ 平成２０年３月期（別紙Ｂ１－２の「平成２０年３月期」欄参照） 

平成２０年３月期の所得金額は２億９０３２万７２８５円、納付すべき法人税額は８６４５万

８１００円である。その計算根拠は、次のとおりである。 

(1) 所得金額 ２億９０３２万７２８５円 

上記金額は、次のアないしカの各金額を合計した金額から、次のキないしサの各金額を控除
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した金額である。 

ア 申告所得金額 ３５５６万５９５６円 

上記金額は、原告の平成２０年３月期の確定申告書に記載された所得金額である。 

イ 固定資産売却益の除外額 ４８２８万４６６１円 

上記金額は、原告がＦに対して売却した本件機械Ｃに係る固定資産売却益の合計額であり、

所得金額の計算上、益金の額に算入すべき金額である。 

その内訳は、別表６－２のとおりである。 

ウ 減価償却超過額 ５５８０万２８５９円 

上記金額は、原告が、平成２０年３月期の確定申告において、本件機械Ｃに係る減価償却

費として損金の額に算入した金額の合計額であり、その内訳は、別表６－４のとおりである。 

しかしながら、法３１条１項は、内国法人が各事業年度終了の時において有する減価償却

資産につき償却費として当該事業年度の所得の計算上、損金の額に算入できる旨規定すると

ころ、本件機械Ｃについては、当事業年度の終了の時において既に売却済みであるから、そ

の償却費は、所得金額の計算上、損金の額に算入されない。 

エ 減価償却超過額（特別償却） １億８３３５万４０００円 

上記金額は、原告が、平成２０年３月期の確定申告において、措置法４２条の６第１項の

適用があるとして、特別償却費として損金の額に算入した金額の合計額である。 

ところで、措置法４２条の６には、青色申告書を提出するものであること（同条１項）、

確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限ること（同条７項）

などの適用要件があるところ、原告の青色取消処分がなされており、平成２０年３月期は白

色申告であること、さらに、確定申告書に償却限度額の計算に関する明細書の添付がされて

いないことから、当該特別償却費の金額は、所得金額の計算上、損金の額に算入されない。 

オ 貸倒引当金の繰入限度超過額 １億３５００万００００円 

上記金額は、原告が、平成２０年３月期の確定申告において、本件求償権につき、法人税

法施行令法９６条１項２号の規定の要件に該当するものとして、所得金額の計算上、損金の

額に算入した金額である。 

しかし、同号の規定は、事業年度の終了の時に有する金銭債権について貸倒引当金繰入額

の損金算入を認めるものであるところ、本件求償権は、平成１９年３月期末までに消滅して

いると認められるから、当該金額は、所得金額の計算上、損金の額には算入されない。 

カ 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額 ２２２万１８５０円 

上記金額は、原告の業務主催役員である甲に対して支給した給与のうち、法人税法施行令

７２の２（平成２０年政令第２３０号による改正前のもの）の規定により計算された金額で

あり、所得金額の計算上、損金の額には算入されない（平成２２年法律第６号により削除さ

れる前の法３５条）。 

キ 賃料の過大計上額                   １８８８万３３３４円 

上記金額は、原告が、本件機械Ｃについて、本件取引Ｃ１、Ｃ２に係る賃料として益金の

額に算入した金額の合計額である（別表６－３参照）。 

しかし、原告とＦとの間で賃貸借がなされたものとは認められないから、当該金額は、所

得金額の計算上、益金の額に算入されない。 

ク 事業税の損金算入額 １５５９万６９００円 
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上記金額は、原告の平成１９年３月期の法人税に係る更正処分に伴い増加する所得金額に

対する事業税相当額であり、所得金額の計算上、損金の額に算入される金額である。 

ケ 貸倒引当金戻入益の過大額 １億３５００万００００円 

上記金額は、原告が、平成１９年３月期に貸倒引当金として損金の額に算入した本件求償

権に係る金額を、平成２０年３月期の所得の計算上、「貸倒引当金戻入益」として特別利益

に計上した金額である。 

しかし、上記２(1)エで述べたとおり、本件求償権について、平成１９年３月期の貸倒引

当金の計上は認められず、戻入れすべき金額はないから、当該金額は、所得金額の計算上、

益金の額に算入されない。 

コ 雑損失の計上漏れ額 ６６円 

上記金額は、原告の平成２０年３月課税期間の消費税等の更正処分により、増加した納付

すべき消費税等の額６９８万０９００円と、仮受消費税等の金額６９８万０８３４円（本件

機械Ｃの売却に係る仮受消費税額７９２万５０００円（別表６－２参照）から原告が賃料と

して経理した金額に係る仮受消費税額９４万４１６６円（別表６－３参照）を控除した金額）

との差額であり、所得金額の計算上、損金の額に算入されるべき金額である。 

サ 寄附金の損金不算入額の過大額 ４２万１７４１円 

上記金額は、原告の平成２０年３月期の確定申告書に記載された、寄附金の損金不算入額

のうち、当期の更正処分により所得金額が増加することに伴い、法３７条（平成２０年法律

第２３号による改正前のもの）及び同法施行令７３条（平成２０年政令第１５６号による改

正前のもの）の規定に基づき再計算した結果、所得金額の計算上、損金の額に算入されるこ

ととなる金額である（別紙Ｂ６－３参照）。 

(2) 所得金額に対する法人税額 ８６４５万８１００円 

上記金額は、上記(1)の所得金額（通則法１１８条１項の規定に基づき１０００円未満の端

数金額を切り捨てた後のもの）に法６６条（平成２０年法律第２３号による改正前のもの）１

項及び同２項に規定する税率を乗じた金額である。 

(3) 納付すべき法人税額 ８６４５万８１００円 

上記金額は、上記(2)の金額（通則法１１９条１項の規定に基づき１００円未満の端数金額

を切り捨てた後のもの）と同額である。 

４ 法人税更正処分の適法性 

被告の主張する原告の各事業年度に係る納付すべき法人税の金額は、それぞれ上記１ないし 

３で述べたとおりであり、本件各法人税更正処分における各金額は、いずれも被告が主張する上

記各金額と同額であるから、本件各法人税更正処分は適法である。 

第２ 消費税等更正処分の根拠及び適法性 

１ 平成２０年３月課税期間（別紙Ｂ２－２参照） 

(1) 平成２０年３月課税期間の消費税 

ア 課税標準額 ４９億６７７９万９０００円 

上記金額は、次の(ｱ)及び(ｲ)の金額を合計した金額から(ｳ)の金額を控除した金額（通則

法１１８条１項の規定に基づき１０００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）である。 

(ｱ) 確定申告に係る課税売上額           ４８億２８１８万３１９５円 

上記金額は、原告の平成２０年３月課税期間の確定申告書に記載された課税売上額と同
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額である。 

(ｲ) 固定資産売却収入の除外額            １億５８５０万００００円 

上記金額は、前記第１の３(1)イの固定資産売却益除外に係る売却金額（税抜金額。別

表６－２の①の合計欄から②の合計欄の金額を控除した金額の合計額）である。 

(ｳ) 賃料の減算額                  １８８８万３３３４円 

上記金額は、本件機械Ｃ１、Ｃ２について、本件取引Ｃ１、Ｃ２に係る賃料に係る課税

資産の譲渡等の対価の額（税抜金額）であるが、前記第１の３(1)キのとおり、原告とＦ

が賃貸借をしたものとは認められないから、平成２０年３月課税期間の課税標準等の額か

ら控除する（別表６－３参照）。 

イ 課税標準額に対する消費税額 １億９８７１万１９６０円 

上記金額は、上記アの金額に消費税法２９条に規定する１００分の４の税率を乗じて算出

した金額である。 

ウ 控除対象仕入税額 １億４８７２万８１５７円 

上記金額は、原告が平成２０年３月課税期間の確定申告書に記載した控除対象仕入税額と

同額である。 

エ 納付すべき消費税額 ４９９８万３８００円 

上記金額は、上記イの金額から上記ウの金額を控除した金額（通則法１１９条１項の規定

に基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）である。 

(2) 平成２０年３月課税期間の地方消費税 

ア 課税標準額となる消費税額 ４９９８万３８００円 

上記金額は、地方消費税の課税標準として地方税法７２条の７７第２号に規定する金額

（地方税法７２条の８２の規定を適用した後のもの）で、上記(1)エの金額である。 

イ 納付譲渡割額 １２４９万５９００円 

上記金額は、上記アの金額に地方税法７２条の８３に規定する１００分の２５の税率を乗

じて算出した金額（同法２０条の４の２第３項の規定に基づき１００円未満の端数を切り捨

てた後のもの）である。 

(3) 納付すべき税額の合計額 ６２４７万９７００円 

上記の金額は、上記(1)エ及び(2)イの金額を合計した金額である（別紙Ｂ２－２「消費税等

の課税標準等（原告）」の「納付すべき税額の合計額⑪」欄参照）。 

２ 消費税等更正処分の適法性 

被告が主張する原告の平成２０年３月課税期間に係る納付すべき消費税等の金額は、上記１で

述べたとおりであり、本件消費税等更正処分における金額は、いずれも本件消費税等更正処分に

おける金額と同額であるから、本件各消費税等更正処分は適法である。 

第３ 賦課決定（法人税及び消費税等）処分の根拠及び適法性 

１ 法人税関係（別紙Ｂ３－１、３－２参照） 

(1) 賦課決定（法人税）処分の根拠 

ア 平成１８年３月期の加算税の額             ６９４万６０００円 

上記金額は、次の(ｱ)と(ｲ)の合計額である。                          

(ｱ) 過少申告加算税の額                  ５９３万４５００円 

上記金額は、平成１８年３月期の更正処分により増加する納付すべき税額４４２３万４
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１００円のうち、事実を隠ぺいし、または仮装していない部分の税額４１３４万２１００

円につき、通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた上で、

同法６５条１項に基づき１００分の１０を乗じ、さらに、定額基準額５０万円と期限内申

告税額５３２万９４００円のうち多い金額を超える金額３６０１万２７００円につき、通

則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた上で、同法６５条２

項の規定に基づき１００分の５の割合を乗じて算出した金額を加えた金額である（別紙Ｂ

３－２参照）。 

(ｲ) 重加算税の額                     １０１万１５００円 

上記金額は、平成１８年３月期の更正処分により増加する納付すべき税額４４２３万４

１００円のうち、事実を隠ぺいし、または仮装した事実に基づく税額２８９万２０００円

につき、通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた上で、同

法６８条１項に基づき１００分の３５の割合を乗じた金額である（別紙Ｂ３－２参照）。 

イ 平成１９年３月期の過少申告加算税の額         ６９１万１５００円 

上記金額は、平成１９年３月期の更正処分により増加する納付すべき税額４８７４万０４

００円に、通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた上で、同

法６５条１項に基づき１００分の１０を乗じ、さらに、定額基準額５０万円と期限内申告税

額７９８万１７００円のうち多い金額を超える金額４０７５万８７００円につき、通則法１

１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた上で、同法６５条２項の規定

に基づき１００分の５の割合を乗じたものを加えた金額である（別紙Ｂ３－２参照）。  

ウ 平成２０年３月期の加算税の額            １６０７万３５００円 

上記金額は、次の(ｱ)と(ｲ)の合計額である。 

(ｱ) 過少申告加算税の額                  ７１２万７５００円 

上記金額は、平成２０年３月期の更正処分により増加する納付すべき税額７６４２万８

６００円のうち、事実を隠ぺいし、または仮装していない部分の税額５０８６万７４００

円につき、通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた上で、

同法６５条１項に基づき１００分の１０を乗じ、さらに、定額基準額５０万円と期限内申

告税額１００２万９５００円のうち多い金額を超える金額４０８３万７９００円につき、

通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた上で、同法６５条

２項の規定に基づき１００分の５の割合を乗じて算出した金額を加えた金額である（別紙

Ｂ３－２参照）。 

(ｲ) 重加算税の額                                          ８９４万６０００円 

上記金額は、平成２０年３月期の更正処分により増加する納付すべき税額７６４２万８

６００円のうち、事実を隠ぺいし、または仮装した事実に基づく税額２５５６万１２００

円につき、通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた上で、

同法６８条１項に基づき１００分の３５の割合を乗じた金額である（別紙Ｂ３－２参照）。 

エ 原告は、Ｅが、本件機械Ａ１、Ａ２を売却したにもかかわらず、本件取引Ａに係る賃貸借

契約書を作成することにより、賃貸借を仮装して売買の事実を隠ぺいし、また、原告が、本

件機械Ｃを売却したにもかかわらず、本件取引Ｃ１、Ｃ２に係る売買契約書に記載された期

間（平成２０年５月または同年６月まで）は売買ではなく賃貸借を仮装して売買時期を隠ぺ

いし、これに基づいて作成した法人税及び消費税等の確定申告をしたのであるから、通則法
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６８条１項に規定する重加算税の賦課要件に該当する。  

(2) 賦課決定（法人税）処分の適法性 

被告が主張する原告の各事業年度に係る法人税に係る加算税の額は上記(1)アないしウのと

おりであり、本件各賦課決定（法人税）処分の各金額はいずれも上記各金額と同額または範囲

内であるから、本件各賦課決定（法人税）処分は適法である。  

２ 消費税等関係 

(1) 賦課決定（消費税等）処分等の根拠 

ア 平成２０年３月課税期間の重加算税の額                  ２４４万３０００円 

上記金額は、平成２０年３月課税期間の更正処分により増加する納付すべき税額６９８万

０９００円の全額が、事実を隠ぺいし、または仮装した事実に基づく税額であり、その税額

に通則法１１８条３項に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた上で、同法６８条１項に

基づき１００分の３５の割合を乗じた金額である。 

イ 原告またはＥの各課税期間において隠ぺい・仮装に当たる事実があったことは、上記１ 

(1)エと同様である。 

(2) 賦課決定（消費税等）処分の適法性 

被告が主張する原告の平成２０年３月課税期間に係る消費税等に係る加算税の額は上記(1)

アのとおりであり、本件賦課決定（消費税等）処分における金額は、被告が主張する金額と同

額であるから、本件賦課決定（消費税等）処分は適法である。 

第４ 青色申告承認の取消処分の根拠及び適法性 

原告は、平成２０年３月期において、本件機械Ｃを売却したにもかかわらず、本件特記事項Ｃ１、

Ｃ２を作成することにより、賃貸借取引に仮装して帳簿に計上されており、このことは、取引の一

部を仮装して記載したものとして、法１２７条１項３号に規定する青色申告承認の取消事由に該当

する。 

したがって、青色申告承認の取消処分は適法である。 
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別紙Ａ７ 

主張対比表 

   被   告    原   告 

１ 争点①（原告の請求第７項の訴えの利益の有無） 

申告納税方式の場合、納付すべき税額は、第一

次的には納税者の納税申告書の提出により確定す

るものであり（通則法１５条１項、１６条１項１

号）、納税者が自ら行った申告につき、課税標準

等や税額等の誤りを是正するためには、原則とし

て更正の請求（通則法２３条１項本文）によらな

ければならない。そうすると、更正処分のうち申

告に係る課税総所得金額及び納付すべき税額を超

えない部分について、更正の請求を経ないで取消

しを求める訴えは、特段の事情がない限り、訴え

の利益を欠き不適法である。 

したがって、請求の趣旨第７項のうち、平成１

９年３月期の所得金額２８７３万９００７円及び

納付すべき税額７９８万１７００円を超えない部

分の取消しを求める部分は、訴えの利益を欠き、

不適法である。 

 
 

更正の請求の排他性は、租税法律関係を早期に

安定させるという技術的な理由から、やむなく採

用されたに過ぎない。 

したがって、更正の請求の原則的排他性につい

て、その適用を広く認めることは租税法律主義の

見地から許されず、更正の請求の手続を経ないで

申告に係る課税標準・税額の減額の請求を認める

ことが、租税債務の安定的かつ可及的速やかな確

定の要請を害さない場合には、当該請求をするこ

とも認められるべきである。 

平成１９年３月期の増額更正処分は、所得を１

３６５万２３７１円減算し、他方で新たに１億７

６１２万０５２２円の所得金額を加算したもので

ある。このように、増額更正処分が、①申告に係

る課税標準の一部の取り消しと、②新たに認定さ

れた課税要件事実に基づく課税標準の加算からな

る場合には、①で一部取り消された後の課税標準

を前提に、②で新たに認定された課税標準の加算

部分のみを争うことが認められるべきであるか

ら、原告の申告に係る所得金額及び税額を下回る

部分の取消しについても、訴えの利益が認められ

る。 

２ 争点②（原告の請求第１０項の訴えの利益の有無） 

原告に係る平成１５年３月期の消費税等の重加

算税の賦課決定処分のうち、納付すべき重加算税

の額１４６万３０００円を超える部分は、本件変

更処分で取り消されており、訴えの利益を欠く。 

 したがって、原告の請求第１０項のうち、上記

部分の取消しを求める部分は不適法である。 

 争う。 
 

３ 争点③（本件取引Ａ１、Ａ２が売買か賃貸借か） 

 Ｅは、Ｎが本件機械Ａ１、Ａ２を国外に輸出す

ることを前提に、平成１４年３月、乙に対し、本

件機械Ａ１を、平成１４年５月、Ｆに対し、本件

機械Ａ２をそれぞれ売却した。  

乙は、Ｆに対し、本件機械Ａ１を、Ｆは、Ｎに

対し、本件機械Ａ１、Ａ２を売却した。 

次の各事情からすれば、本件取引Ａ１、Ａ２は、

賃貸借の効果意思がなく仮装されたものであり、

当該取引は売買とみるべきである。 

(1) 本件取引Ａ１、Ａ２の実態は売買である 

ア 本件機械Ａ１、Ａ２に係る取引の対価の流れ

は、Ｆが、その販売先であるＮから販売代金全

額の支払を受けた後、これに近接した日に、代

金全額をＥまたは乙に支払っている。 

  ＦからＥまたは乙への対価の支払とＮからＦ

への対価の支払との差額をＦの利潤と見て自然

な金額であることから、Ｅまたは乙とＦとの間

で、ＦとＮとの間と同様に、本件機械Ａ１、Ａ

 Ｅは、平成１４年４月１日、Ｆに対し、本件機

械Ａを賃貸期間３６か月で賃貸した。 

Ｅは、同賃貸期間終了後の平成１７年４月６日、

乙に対し、本件機械Ａを売却した。 

 ＥとＦとの契約書の内容からすれば、本件取引

Ａ１、Ａ２が賃貸借であることは明らかである。 

 

 

 

(1) 賃貸借の必要性等 

ア Ｅは、当時本件機械Ａを使用する予定がなか

ったが、必要のない機械であっても、より多く

の工事を受注するために多数の建設機械を保有

している必要があった。他方で、使用しない機

械は、必要とする業者にリースしてリース料を

稼ぐことにしていた。 

  ＥがＦに対して本件機械Ａを賃貸することと

したのは、このような理由による。 
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２を売買したと考えるのが自然であり、Ｅと乙

の間で、本件機械Ａ１も売買したと考えるのが

自然である。 

イ Ｎの代表者であるＴは、本件機械Ａ１、Ａ２

について、国外の取引先との間で契約交渉を行

うとともに、Ｆとの間で契約交渉を行い、最終

的な売買代金額等の契約条件を確定している。 

  また、Ｆは、Ｎからの支払金額とＥまたは乙

への支払金額との差額が利潤となるから、一定

の利潤を確保しながら取引を成立させるため

に、Ｎとの契約交渉とＥまたは乙との契約交渉

を並行して進めていた。 

  このような契約交渉の流れに照らしても、本

件機械Ａ１、Ａ２に係るＦとＥまたは乙との間

の取引は、ＦとＮとの間の取引と同じ契約形態

と考えるのが自然である。 

ウ Ｆは、Ｎが本件機械Ａ１、Ａ２を海外法人に

売却して輸出する目的であったから、Ｆとして

は、本件機械Ａ１、Ａ２の対価の全額を支払っ

てその所有権を確定的に取得し、これをＮに引

き渡すことが必要であった。 

  本件取引Ａ１、Ａ２が賃借であると取引の目

的に反することは明らかである。 

  また、Ｅは、本件機械Ａ１、Ａ２を引き渡し

た後、これを支配する意思がうかがえない。 

(2) 本件取引Ａに係る賃貸借契約書は、本件取引

Ａ１、Ａ２が売買であることを仮装するもの

である 

ア Ｆの代表取締役丁の認識について 

  丁は、お金を払って本件機械Ａ１、Ａ２を買

ったと認識していた。丁は、本件機械Ａ１、Ａ

２を購入した後に、保証人になるとか手形の裏

書きをするのではないので、気楽な気持ちで契

約書に印鑑を押した。 

  同契約書が作成されたのは、本件機械Ａ１、

Ａ２に係る取引の対価を支払った後であるか

ら、実際の契約と異なる契約書が事後的に作成

されたとみるべきであり、また、丁は、同契約

書に押印する際、これに何らかの法的拘束力が

生じるものとは考えていなかった。 

イ Ｆの支払額と本件取引Ａ１、Ａ２の賃料と整

合しないことについて 

  ＦはＥに合計１億４２００万円を支払ってい

るが、Ｅの主張する賃貸借の賃料総額１億２３

００万円を超えている。 

  賃料を超える分については保証金の趣旨であ

るとすれば、それは当事者にとって重要な事柄

であるのに、契約書にはそのことに関する条項

がない。 

 

 

 

ウ 賃料の支払時期について 

  被告があげる事情は、いずれも本件取引Ａが

賃貸借であることと矛盾せず、これが売買であ

ると認めるに足りるものではない。 

イ Ｆの事業内容について 

  Ｅは、Ｆがいわゆるブローカーであることを

知っており、本件機械Ａを転貸することを想定

していた。 

  したがって、Ｆの事業内容や交渉経過を理由

に、本件取引Ａ１、Ａ２が売買になるというの

は不当である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 本件取引Ａ１、Ａ２は賃貸借である 

 

 

ア Ｆの代表取締役丁の認識について 

  丁は、賃貸借に係る書類に印鑑を押したので

あるから、賃貸借を締結すると認識していたも

のである。 

  また、丁は、機械を買ったと認識していたと

しても、本件取引Ａに関し実際に交渉を行って

いたのは丁ではなく、Ｉの代表取締役戊とＦの

丙であり、この認識を重視することはできない。 

 

 

 

 

イ Ｆの支払額と本件取引Ａ１、Ａ２の賃料と整

合しないことについて 

  Ｆの支払額が契約書の賃料総額１億２３００

万円を超えているのは、転貸先であるＮからそ

の転貸料全額の支払を受けたＦが、あらかじめ

賃料総額に加えて、機械が損傷したなどに備え

る保証金の趣旨で一定の金員をＥに対して預け

たからである。Ｅはそれを受け取り、経理上預

り金として処理した。 

  なお、契約書では、修理費用はＦが負担する

ことになっているが、Ｆが将来機械を修理しな

い場合に備えて保証金を預かった。 

ウ 賃料の支払時期について 
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  賃貸借契約書によれば、Ｆは、契約から３年

経った平成１７年３月３１日に本件機械Ａの賃

貸借が終了してから賃料を精算して支払うこと

とされているが、継続的契約関係である賃貸借

において、賃料を契約期間終了後に支払う旨合

意したこと自体不自然である。 

  また、Ｆ及びＥの経理を前提とすると、Ｆは、

賃貸借契約書に記載した自己に極めて有利な支

払条件に反し、当該賃料を、契約から２か月も

経たない平成１４年５月に支払っていることに

なるが、Ｆが期限の利益を放棄するような事情

はなく、賃借人としての合理的行動とはいえな

い。 

エ 本件機械Ａ２の修理費用等について 

  賃貸借契約書によれば、契約期間中の修理費

は全てＦが負担することになっているのに、平

成１４年４月以降の本件機械Ａ２の修理費用を

Ｅが負担した。 

  他方で、この時点では本件機械Ａ２の引渡が

されていなかったことになるが、使用期間に応

じて対価が生じる賃貸借契約において、始期ま

でに引渡がなされていないのは不自然である。 

 

 

オ 賃貸期間終了後に本件機械Ａ１、Ａ２がＥに

返還されていないことについて 

  本件機械Ａ１、Ａ２は、平成１４年７月ころ

までに国外に輸出されており、賃貸期間終了後

も、ＦはＥに本件機械Ａを返還していない。 

 

 

 

カ 本件取引Ａ１、Ａ２は、Ｅのほかの賃貸借と

比較して不自然である 

Ｅと有限会社Ｕとの賃貸借は、１か月分の賃

料を取り決め、毎月精算することとしているこ

とに加え、リース期間が短縮された場合や、稼

動時間が超過した場合を想定して特記事項とし

て盛り込み、回送費・修繕費等の負担等の条件

も細かく取り決めている。なお、経理面でもＥ

は、リース契約書どおりの経理処理を行ってい

る。 

また、Ｅはグループ企業間でも建設機械の賃

貸借取引を行っているところ、平成１６年１２

月３１日付けのＥの原告に対する請求書によれ

ば、個々に月額リース料を定めており、賃貸期

間についても個別に管理集計してリース料を算

出している。 

(3) 原告と乙の売買が仮装されたものである 

  原告は、賃貸期間終了後に、乙に対し本件機

械Ａ（１１台）を３６０万円で売却したとされ

ているが、本件機械Ａが中古であることなどを

考慮しても、３年間の賃料を１億２３００万円

「賃借料を契約期間３年（３６か月）後にす

べて精算しＥに現金にて支払うものとする」と

いう契約書の記載は、賃貸期間が、本件機械Ａ

を用いる工事の状況によっては、延長あるいは

短縮することが想定されるから、賃貸期間変動

があった場合には、後日賃借料を精算するとい

う意味である。 

被告の主張するように、賃料全額を賃貸期間

終了後に支払うという内容の合意ではない。 

 

 

 

 

エ 本件機械Ａ２の修理費用等について 

  本件機械Ａ２のような大型の建設機械は、契

約期間の始期に直ちに賃借人の支配下に運搬す

るわけではなく、実際に当該機械を用いる工事

現場が決まった時に、その現場に直接機械を運

ぶのが常識であり、それまでの修理費用も負担

するのが常識である。 

  したがって、平成１４年４月１日時点に、本

件機械Ａ２がＥの元にあったとしても何ら不自

然ではないし、修理費用を負担しても不自然で

はない。 

オ 賃貸期間終了時に本件機械Ａ１、Ａ２がＥに

返還されていないことについて 

  本件機械Ａは、賃貸期間終了時の平成１７年

４月時点で、国外にあったため、これを一旦日

本に戻した上で次の方策を検討すると相当の手

間や費用が係ることが想定されたことから、現

地（国外）で購入を希望する乙を見つけて、こ

れを売却したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 原告と乙の売買は仮装ではない 

  原告から委託を受けた戊が、乙と交渉を行い、

本件機械Ａの売買を締結したことは、明らかで

ある。 

  本件機械Ａ１、Ａ２は、賃貸期間の終期たる
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とした本件機械Ａ（１１台）の価格としては、

３６０万円という価格は低廉に過ぎるし、本件

機械Ａ１、Ａ２は平成１４年７月ころまでに国

外に輸出されていたのであるから、これらを売

買の目的物とすることは不合理である。 

  相手方である乙も、原告が持ってきた書類に

何も考えずに印を押したなどと述べており、売

買をする意思表示があったとは認められない。 

 

(4) 小括 

  したがって、Ｅは、平成１４年３月、乙に対

して本件機械Ａ１を税抜金額５９３万６５０４

円で、平成１４年５月、Ｆに対して本件機械Ａ

２を税込金額１億３５００万でそれぞれ売却

し、原告は、本件機械Ａ３を乙に対し平成１７

年４月頃に税込金額３６０万円で売却したと認

定すべきである。 
 

平成１７年４月時点で国外にあり、またその時

点で優に１０年を超えた中古機械であり、原告

としては無価値で解体処分をするしかないと考

えていた。そこで、乙の提案にしたがって、国

外で処分したものである。 

  本件機械Ａ１、Ａ２は、国外にあり、また損

耗状況等が不明な機械であるから、３６０万円

という低廉な価格で売買することは何ら不自然

ではない。 

４ 争点④（本件取引Ｃは単なる売買か一定期間の賃貸借関係を経たうえでの売買か） 

原告は、平成１９年１０月１５日（Ｃ１）及び

同年１２月２５日（Ｃ２）、Ｉに対して、本件機

械Ｃについて、単なる売買をした。 

当事者間において、一定期間または機械の稼動

時間が１０００時間を超えるまで賃貸借する（本

件特記事項Ｃ１、Ｃ２）という合意はなかったと

いうべきであり、これは売買の成立時期、特に売

買に係る収益の発生時期を仮装するためにされた

ものである。 

(1) 本件取引Ｃの実体は単なる売買である 

ア 本件機械Ｃに係る取引の対価の流れは、Ｆが

先に転売先であるＮから販売代金のうち大部分

の支払を受けた後、これと近接した日に、仕入

れ代金額全額をＩに支払い、Ｉは、Ｆから販売

代金の支払を受けたのと同じ日に仕入代金全額

を原告に支払っている。 

  Ｉから原告への対価の支払が一時金で行わ

れ、ＦからＩに支払われる対価との差額をＩの

利潤と見て自然な金額であることからすれば、

本件機械Ｃに係るＩと原告との間の取引は、Ｉ

とＦとの間の取引、ＦとＮとの間の取引と同様、

単なる売買と見るべきである。 

イ 本件機械Ａの取引と同様、Ｎは、国外の取引

先との間で契約交渉を行うとともに、Ｆとの間

で契約交渉を行い、最終的な売買代金額等の契

約条件を確定している。 

  また、Ｆにとっては、Ｎから支払を受ける金

額とＩに支払う金額との差額が利潤となるか

ら、一定の利潤を確保しながら取引を成立させ

るために、Ｎとの契約交渉とＩとの契約交渉を

並行して進める必要がある。 

  このような契約交渉の流れに照らしても、本

件機械Ｃに係る原告とＩとの間の取引は、Ｉと

Ｆとの間の取引及びＦとＮとの間の取引と同じ

原告は、平成１９年１０月１５日（Ｃ１）及び

同年１２月２５日（Ｃ２）、Ｉに対し、本件機械

Ｃについて、一定期間の賃貸借関係を経たうえで

売買をした。 

これは本件特記事項Ｃ１、Ｃ２から明らかであ

るし、Ｉ側も同様の認識である。 

 

 

 

(1) 本件取引Ｃは一定期間の賃貸借関係を経た

うえでの売買である 

  原告が転貸借先及びＩが代金の支払を受けて

いると知らなかったことについて 

  原告は、Ｉの業態から、Ｉが本件機械Ｃを第

三者に転貸するであろうことは認識していた

が、Ｉの代金受領の有無を認識していなかった。 

  したがって、Ｉが代金を受領していたことを

もって、本件取引Ｃが単なる売買であったとは

いえない。 
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契約形態によるのが自然である。 

 

(2) 本件特記事項Ｃ１、Ｃ２の合意はない 

ア 特記事項の必要性はない 

  Ｆは、輸出業者に販売する前に稼動時間が１

０００時間をこえるように操作していたのであ

るから、本件特記事項Ｃ１、Ｃ２のように１０

００時間を超えるまで賃貸借として扱う必要は

ない。 

  原告を含む取引関係者は、稼動時間が１００

０時間を超えれば国外に輸出できることを前提

に行動していたものである。 

  したがって、本件機械Ｃに係る取引のうち、

本件機械Ｃに係る取引の契約書に記載された期

間は賃貸借にする旨の合意が存在していたとは

いえない。 

 

 

イ 原告がＩ以外の者に本件機械Ｃ２を引き渡し

ていることについて 

  原告は、平成１９年１０月２６日から平成２

０年１月１７日までの間に、本件機械ＣをＦの

工場やＶなどＩ以外に納品しており、Ｉが本件

機械Ｃの引き渡しを受け、使用した事実は認め

られない。 

 

 

 

ウ 原告とＩの賃料に関する経理処理が一致して

いないことについて 

  Ｉは、本件機械Ｃの代金として、平成１９年

１０月１５日に６８２５万円を、同年１２月２

５日付で９８１７万５０００円を経理処理して

いるが、原告はこれらをＩからの預り金として

処理した上で、平成２０年３月３１日付けで、

賃料収入として、１００１万円（Ｃ１）及び９

８１万７５００円（Ｃ２）を経理処理しており、

両者の経理処理は一致していない。 

 

 

(2) 本件特記事項Ｃ１、Ｃ２の合意がある 

ア 特記事項の必要性がある 

  本件機械ＣのメーカーであるＯは、同社機械

の海外市場における相場が下落することを防ぐ

ため、本件機械Ｃを売却するにあたり、本件機

械Ｃ購入後一年以内または稼動時間１０００時

間以内の状態で第三者に売却することを禁じ、

違反した場合は機械代金の２５パーセントをペ

ナルティーとして原告に請求することを通告し

ていた。 

  原告は、本件機械ＣがＩから誰に転貸される

かについては全く関与できない立場であった

が、Ｏの約定を遵守する必要があるから、直接

の契約の相手方であるＩとの間で、特記事項に

係る合意を取り交わしたものであり、原告の立

場からすれば極めて合理的な判断である。 

イ 原告がＩ以外の者に本件機械Ｃ２を引き渡し

ていることについて 

  賃借人が自ら目的物を使用せず、転貸が予定

されている賃貸借の場合、賃貸人から転借人に

対して直接目的物の占有を移すことは何ら不自

然ではない。 

  本件においても、Ｉは自ら本件機械Ｃを使用

するわけではなく、第三者に転貸されることが

予定されていた。原告は、その転貸先に引き渡

したに過ぎない。 

ウ 原告とＩの賃料に関する経理処理が一致して

いないことについて 

  Ｉは、この契約が賃貸借であると認識してい

ることが明らかであり、支払った金員が賃料で

あると認識していることも明白である。Ｉが、

売買であることを前提に帳簿類を作成している

のであれば、それは帳簿が誤っているのであり、

是正されるべきは帳簿である。 

 

 

エ Ｉは特記事項を遵守する意思がある 

  Ｉは、Ｆに本件機械Ｃを引き渡す際に、口頭

で特記事項と同様の条件を付しているのであっ

て、特記事項を遵守する意思がある。 

５ 争点⑤（本件残土処理原価は未払金に算入された見積原価から控除すべきか） 

 原告は、処分行政庁がした原告の平成１４年３

月期及び平成１５年３月期の法人税更正処分に対

する審査請求をし、国税不服審判所長の裁決を受

けた（前回裁決）。 

 前回裁決は、これらの事業年度において、Ｍ残

土処分場に搬入された土砂等の売上原価等として

見積もった未払外注費を、当該事業年度における

売上原価等として、損金の額に算入することの可

否が争点となり、Ｍ残土処分場に搬入された土砂

 原告が平成１６年３月３１日に未払金に算入し

た見積原価は、Ｍ残土処分場に仮置きされた土砂

等を、最終処分場へ積み込み運搬し、最終処分場

で残土を処理するための費用である。 

 原告が平成１８年３月期及び平成１９年３月期

に損金に算入した費用は、仮置場の排水等の防災

工事や、仮置場から最終処分場までの仮設道の設

置工事の費用など、あらかじめ損金算入された上

記未払金とは全く異なる性質のものであるから、
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等の売上原価等に関し、それが最終処分されるま

でに要する諸費用の額を見積もることができると

判断している。 

 残土処理は、工事現場等で排出された土砂等を

残土処分場へ搬出するという単なる物理的な場所

の移動にとどまらず、土砂等の種類・特性を考慮

しながら盛り土が流出しないよう土木工学にのっ

とった方法で処理することであるから、原告がＭ

残土処分場に土砂等を搬入した段階では、その一

連の処理が全て終了したとみるのは相当でなく、

Ｍ残土置場に搬入された土砂等を最終処分するま

でに要する諸費用の額を売上原価等の額として見

積もることができる。 

 土砂等の最終的な処分がされるためには、最終

処分場を作ることは必要不可欠であるから、最終

処分場を作るための費用は、最終処分を行うまで

に要する費用にほかならない。 

 したがって、平成１８年３月期及び平成１９年

３月期のＭ残土処分場の支出原価は、平成１６年

３月３１日に未払金に算入された見積原価（２億

３７５２万５１２５円）から控除すべきであり、

この未払金の残高がある限り、損金の額に算入す

ることはできない。 

上記未払金とは別に損金として算入することが認

められなければならない。 

６ 争点⑥（Ｋに対する本件求償権が貸倒引当金に該当するか） 

 Ｅは、Ｋとの間で、①Ｋからの預り金５億５０

００万円をＫに返還し、Ｋはそのうち１億５００

０万円をＬ銀行に支払い、Ｅの連帯保証を解除し、

②連帯保証の解除を条件に、ＫのＥに対する違約

金債務を１億５０００万円の限度で消滅させる旨

合意した。 

 しかし、Ｅは①の５億５０００万円のうち４億

円しか返還しなかった。 

 これにより、Ｅは①の条件の成就を故意に妨げ

たことになるから、Ｋは条件が成就したものとみ

なすことができ、原告のＫに対する求償権は消滅

したことになる（高知地裁Ｈ２０．３．１３判決）。 

 また、Ｋに対する求償権（短期貸付金）１億５

０００万円が生じたとしても、原告は、貸借対照

表上、Ｋからの預り金１億５０００万円の返還義

務を負うから、貸付金と同額の債務を負っている

ことになり、そもそも貸倒引当金はない。 

 Ｌ銀行は、Ｋの借入金をＥが保証した、Ｌ銀行

のＥに対する１億５０００万円の保証債務履行請

求権と、ＥのＬ銀行に対する１億５０００万円の

預金債権とを相殺した。 

 原告は、この相殺によりＫに対する１億５００

０万円の求償権を取得した。 

この求償権が貸倒引当金にあたる。 
  

７ 争点⑦（更正処分に理由付記しないことが適法か） 

 原告が、本件機械Ａ１、Ａ２、本件機械Ｃに係

る取引を、実態は売買であるにもかかわらず賃貸

借と仮装して経理したことは青色申告承認の取消

事由である「隠ぺいまたは仮装」にあたるから、

青色申告承認の取消処分は適法である。したがっ

て、青色申告承認が取り消され、青色申告でなく

なった事業年度の更正処分に理由付記がないこと

は何ら違法ではない。 

 青色申告承認の取消処分は、違法として取り消

されることは明らかである。 

 したがって、白色申告を前提とされた原処分に

は理由不備の違法がある。 
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別紙Ｂ１－１ 

所得金額等の内訳（Ｅ） 

（単位：円）

平成14年３月期 平成15年３月期 平成17年１月期

① 26,844,222 11,756,413 19,739,467

固 定 資 産 売 却 益 の 除 外 額 ②
（内　　3,232,426）

3,232,426
（内　  84,221,364）

84,221,364
―

減 価 償 却 超 過 額 ③ ―
（内　　23,302,320）

23,302,320

（内　　 3,762,672）

3,762,672

雑 収 入 計 上 漏 れ 額 ④ 10,625 71,391 ―

加 算 額 の 合 計 額 ⑤
（内　　3,232,426）

3,243,051
（内 　107,523,684）

107,595,075
（内　   3,762,672）

3,762,672

賃 貸 売 上 の 過 大 計 上 額 ⑥ ―
（内　　39,047,620）

39,047,620
―

事 業 税 の 損 金 算 入 額 ⑦ ― 284,100 ―

寄 附 金 の 損 金 不 算 入 額
の 過 大 額

⑧ ―
（内　　　　39,740）

37,081
（内　    　47,033）

47,033

減 算 額 の 合 計 額 ⑨ ―
（内　　39,087,360）

39,368,801

（内　　    47,033）

47,033

⑩
（内　　3,232,426）

30,087,273
（内　　68,436,324）

79,982,687
（内　　 3,715,639）

23,455,106

⑩ の う ち 年 ８ ０ ０ 万 円 以 下
( １ ０ ０ ０ 円 未 満 切 捨 て )

Ⓐ 8,000,000 8,000,000 6,667,000

⑩のうち年８００万円超(⑩－
Ⓐ )(１ ０ ０ ０ 円 未 満 切 捨 て )

Ⓑ 22,087,000 71,982,000 16,788,000

Ⓐ × ２ ２ ％ Ⓒ 1,760,000 1,760,000 1,466,740

Ⓑ × ３ ０ ％ Ⓓ 6,626,100 21,594,600 5,036,400

合 計 ( Ⓒ ＋ Ⓓ ) Ⓔ 8,386,100 23,354,600 6,503,140

Ⓕ ― 3,101,227 ―

Ⓖ 173,607 305,804 226,369

Ⓗ 8,212,400 26,150,000 6,276,700

課 税 留 保 金 額 に 対 す る 税 額

控 除 所 得 税 額 等

納 付 す べ き 法 人 税 額
（ Ⓔ ＋ Ⓕ － Ⓖ 、 100 円 未 満 切 捨 て ）

区 分

申 告 所 得 金 額

加
　
算
　
額

減
　
算
　
額

所 得 金 額 ( ① ＋ ⑤ － ⑨ )

法
　
人
　
税
　
額

所
得
金
額
に
対
す
る

（注１） 内書きは、隠ぺい又は仮装した事実に基づく金額である。 

（注２） 平成１７年１月期のⒶ欄は、８００万円×事業年度の月数（１０月）／１２月により算出した 

金額につき、１０００円未満の端数を切り上げた金額である。 
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別紙Ｂ１－２  

所得金額等の内訳（原告） 

（単位：円）

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

① 19,898,950 28,739,007 35,565,956

架 空 売 却 原 価 の 計 上 額 ②
（内　  8,426,849）

8,426,849
― ―

固 定 資 産 売 却 益
の 除 外 額

③ ― ―
（内　 48,284,661）

48,284,661
過 年 度 完 成 工 事 原 価
（別表７－１、７－２のとおり）

④ 110,417,599 30,601,062 ―

減 価 償 却 超 過 額 ⑤ 14,513,250 8,297,610
（内　 35,249,475）

35,249,475

減 価 償 却 超 過 額 ⑥ ― ―
（内 　20,553,384）

20,553,384
減 価 償 却 超 過 額
（ 特 別 償 却 費 ）

⑦ ― ― 183,354,000

貸 倒 引 当 金 の
繰 入 限 度 超 過 額

⑧ ― 135,000,000 135,000,000

特殊支配同族会社 の役 員給 与の
損 金 不 算 入 額

⑨ ― 2,221,850 2,221,850

雑 収 入 計 上 漏 れ 額 ⑩ 6,272 ― ―

加 算 額 の 合 計 額 ⑪
（内  　8,426,849）

133,363,970
176,120,522

（内　104,087,520）

424,663,370
固 定 資 産 売 却 損 の
計 上 漏 れ 額

⑫ 2,778,562 ― ―

賃 料 の 過 大 計 上 額 ⑬ ― ―
（内 　18,883,334）

18,883,334

事 業 税 の 損 金 算 入 額 ⑭ ― 12,479,700 15,596,900

貸 倒 引 当 金
戻 入 益 の 過 大 額

⑮ ― ― 135,000,000

雑 損 失 計 上 漏 れ 額 ⑯ ― ― 66

寄 附 金 の 損 金 不 算 入 額
の 過 大 額

⑰ 596,976 1,172,671 421,741

減 算 額 の 合 計 額 ⑱ 3,375,538 13,652,371
（内　 18,883,334）

169,902,041

⑲
（内　  8,426,849）

149,887,382
191,207,158

（内 　85,204,186）

290,327,285
⑲ の う ち 年 ８ ０ ０ 万 円 以 下
（ １ ０ ０ ０ 円 未 満 切 捨 て ）

Ⓐ 8,000,000 8,000,000 8,000,000

⑲のうち年８００ 万円 超（ ⑲－
Ⓐ）（１０００円 未満 切捨 て）

Ⓑ 141,887,000 183,207,000 282,327,000

Ⓐ × ２ ２ ％ Ⓒ 1,760,000 1,760,000 1,760,000

Ⓑ × ３ ０ ％ Ⓓ 42,566,100 54,962,100 84,698,100

合計　（　Ⓒ　＋　Ⓓ　） Ⓔ 44,326,100 56,722,100 86,458,100

Ⓕ 5,237,400 ― ―

Ⓖ 49,563,500 56,722,100 86,458,100

（注）　内書きは、隠ぺい又は仮装した事実に基づく金額である。

課 税 留 保 金 額 に 対 す る 税 額

納 付 す べ き 法 人 税 額
（ Ⓔ ＋ Ⓕ 、 100 円 未 満 切 捨 て ）

加
　
　
　
算
　
　
　
額

区           　　分

申 告 所 得 金 額

減
　
　
　
算
　
　
　
額

所 得 金 額 （ ① ＋ ⑪ － ⑱ ）

法
　
人
　
税
　
額

所
得
金
額
に
対
す
る
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別紙Ｂ２－１ 

消費税等の課税標準等（Ｅ） 

（単位：円）

平 成 14 年 ３ 月
課 税 期 間

平 成 15 年 ３ 月
課 税 期 間

確 定 ( 修 正 ) 申 告 額 ① 1,065,285,301 1,283,320,088

固 定 資 産 売 却 収 入 の 除 外 額
( 別 紙 １ － １ ② に 係 る 分 )

② 5,936,504 128,571,429

賃 料 の 減 算 額
( 別 紙 １ － １ ⑥ 分 )

③ ― △ 39,047,620

合 計 額 ④ 1,071,221,805 1,372,843,897

⑤ 1,071,221,000 1,372,843,000

⑥ 42,848,840 54,913,720

確 定 ( 修 正 ) 申 告 額 ⑦ 21,573,724 17,256,140

課税売上割合の変動に伴う調整額 ⑧ 8,491 57,145

⑦　　＋　　⑧ ⑨ 21,582,215 17,313,285

⑩ 21,266,600 37,600,400

⑪ 21,266,600 37,600,400

⑫ 5,316,600 9,400,100

⑬ 26,583,200 47,000,500
納 付 す べ き 税 額 の 合 計 額
（ ⑩ ＋ ⑫ ）

納 付 す べ き 消 費 税 額
（ ⑥ － ⑨ 、 100 円 未満 切捨 て）

消
　
　
　
　
　
　
費
　
　
　
　
　
　
税

区　　　　　　　　　　　　　分

地
方
消
費
税

課 税 標 準 額 と な る
消 費 税 額 ( ⑩ )

納 付 譲 渡 割 額
(⑪×25／100、100円未満切捨て)

課
　
税
　
売
　
上
　
額

課 税 標 準 額 に 対 す る 消 費 税 額
( ⑤ × 4 ／ 100 )

課 税 標 準 額
( ④ 、 1000 円 未 満 切 捨 て )

控
除
対
象
仕
入
税
額

 

（注１） 表中の△は、負数を表す。 

（注２） ②、③及び⑧欄の金額は、隠ぺい又は仮装した事実に基づく金額である。 
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別紙Ｂ２－２   

消費税等の課税標準等（原告） 

（単位：円）

平 成 20 年 ３ 月
課 税 期 間

確 定 申 告 額 ① 4,828,183,195

固 定 資 産 売 却 収 入 の 除 外 額
（ 別 紙 １ － ２ ③ に 係 る 分 ）

② 158,500,000

賃 料 の 減 算 額
（ 別 紙 １ － ２ ⑬ 分 ）

③ △ 18,883,334

合　　計　　額 ④ 4,967,799,861

⑤ 4,967,799,000

⑥ 198,711,960

⑦ 148,728,157

⑧ 49,983,800

⑨ 49,983,800

⑩ 12,495,900

⑪ 62,479,700

地
方
消
費
税

課 税 標 準 額 と な る
消 費 税 額 （ ⑧ ）

納 付 譲 渡 割 額
（⑨×25／100、100円未満切捨て）

納 付 す べ き 税 額 の 合 計 額
（ ⑧ ＋ ⑩ ）

区　　　　　　　　　　　　　分

消
　
　
　
　
　
費
　
　
　
　
　
税

課
　
税
　
売
　
上
　
額

課 税 標 準 額
（ ④ 、 1000 円 未 満 切 捨 て ）

課 税 標 準 額 に 対 す る 消 費 税 額
（ ⑤ × ４ ／ 100 ）

納 付 す べ き 消 費 税 額
（ ⑥ － ⑦ 、 100 円 未満 切 捨 て ）

控 除 対 象 仕 入 税 額
（ 確 定 申 告 額 ）

 

（注１）表中の△は、負数を表す。 

（注２）②及び③欄の金額は、隠ぺい又は仮装した事実に基づく金額である。 
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別表１ 

本件変更決定処分の内訳（Ｅの平成１５年３月課税期間） 

（単位　円）

確 定 申 告 更 正 処 分 修 正 申 告 更 正 処 分 等 本件変更決定処分

① ② ③ ④ ⑤

平成15年5月30日 平成16年4月6日 平成17年3月18日 平成20年12月22日 平成23年1月24日

課税標準額 1 1,311,820,000 1,311,820,000 1,283,320,000 1,372,843,000 1,372,843,000

課税標準額
に 対 す る
消 費 税 額

2 52,472,800 52,472,800 51,332,800 54,913,720 54,913,720

控 除 対 象
仕 入 税 額

3 18,221,838 18,427,998 17,256,140 17,313,285 17,313,285

納付すべき
税 額

4 34,250,900 34,044,800 34,076,600 37,600,400 37,600,400

課税標準額
となる消費
税 額

5 34,250,900 34,044,800 34,076,600 37,600,400 37,600,400

納 付
譲 渡 割 額

6 8,562,700 8,511,200 8,519,100 9,400,100 9,400,100

7 42,813,600 42,556,000 42,595,700 47,000,500 47,000,500

8 4,404,800 4,404,800

9 － 217,900

10 4,404,800 4,186,900

11 4,400,000 4,180,000

12 1,540,000 1,463,000

13 － 77,000

納付すべき税額
の 合 計 額

増 加 す る
納付すべき税額

正当な理由があ
ると認められる
金 額

重加算税の対象
と な る 税 額

重加算税の計算
の基礎となる税

額

重 加 算 税 の 額

減 少 す る
重 加 算 税 の 額

④７－③７

①７－③７

８　－　９

１０（１万円未満切り捨て）

１１×３５％

④１２－⑤１２

年 月 日

消
　
　
　
費
　
　
　
税

地
方
消
費
税
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別紙Ｂ２－３、別紙Ｂ３－１(1)及び(2)、別紙Ｂ３－２(1)及び(2)、別紙Ｂ４－１及び４－２、別紙Ｂ

５、別紙Ｂ６－１から６－３まで、別表２－１から２－４まで、別表３－１及び３－２、別表４、別表

５－１及び５－２、別表６－１から６－４まで並びに別表７－１及び７－２ 省略 


